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第一次大戦前フランスの産業組織

--1919年＜クレマンテル調査〉の一局面ー一—

古 賀 和 文

はじめに

第一次大戦下1917年4月25日，商工大臣ク

レマンテル (E.Clementel) は， 産業諮問委

員会 (Comiteconsultatif des Arts et Ma-

mufacures)の再組織を承認する 1880年 10月

18日の法令庄及び当委員会の事業に専門報告

官の参加条件を決めた 1908年10月17日の商工

業省令2) に基づき，次のように述べている。

「戦争下及び戦闘停止に続く 6ヶ月間，産業諮

問委員会は 1880年の法令により委任された業

務に加え， 商工大臣によって付される次の問

題，つまり戦後フランスの産業再編成に関する

諸問題を審議することが求められる。そのため

の調査，分析に携わる委員会の成員及び専門報

告官は以下の 4つのセクション， 1製鉄業及び

機械工業， 2繊維工業， 3化学工業及び関連産

業 4その他の産業に統合配属される。」3)

1) Arch. Nat., F12 8045. Decret qui reorga-

nise le Comite consultatif des Arts et Ma-

nufactures du 18 octobre 1880.産業諮問委員

会は商工業に関する問題，特に「非衛生的」工場
の設立認可問題，特許問題及び関税問題に関し商
工大臣により必要と判断された調査，情報活動に
従事し，そのための成員を参事院，科学アカデミ
ー，土木局，鉱山局及び産業界から招請するとさ
れた。
2) Arch. Nat., F12 8045. Arrete ministeriel 

de Commerce et de l'Industrie du 17 octo-

bre 1908.専門報告官は委員長の判断により会議

に召集され，すべての協議事項に発言権を有した。
3) Arch. Nat., F12 8045. Arrete ministeriel 

du Commerce et de l'Industrie du 25 avril 

1917. 

こうして各セクションに課された諸問顆の調

査，分析の作業は，1917年5月から委員会の成員

を80人に増やして1918年12月まで継続的に実施

されたのである。この作業開始に先立って商工

大臣クレマンテルは委員会に対し，工業調査の

目的が戦前フランスの主要産業の動向を適確に

把握して，戦後にその発展を展望できる方法あ

るいは手段を綜合的に研究すること，及びその

結果として立案可能な政策を公権力あるいは企

業家団体に提示することであると指示した。し

かも，この提案の内容は①フランス本国及び植

民地において，原料，資源及びエネルギーの充

分に効率的な利用による輸入の抑制，それに基

づく経済的「自立化」の確立，②フランスの財

政再健，特にフランの為替相場の安定維持のた

めに， 工業産生活動の拡大と最大限の輸出促

進，③戦前の生産と消費の水準を戦後に連続的

に導くこと，そのための工業生産の拡大，の三

つの柱からなる戦後フランス経済の基本構想に

適うことを要求された。クレマンテルは結論す

る。 「この綜合的研究によって，あなた方は将

来に対する崇高な構想の中に実施すべき措置と

誘発すべきイニシャチーヴを予測出来なくては

ならない。現在，提起されているいかなる経済

問題もあなた方を無関心のままにはおかないで

あろう。というのは，何が起ろうとも平和条約

締結後，フランスの対内的及び対外的状況は戦

前のそれとは根本的に相違することになるのは

確かであるからである。ところで，経済問題の
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中では生産に関する諸問題が最も重要な地位を

占める。それ故，あなた方の注視は何よりもま

ずこれらの問題に向らられなければならない。

従って輸送問題，関税問題，信用・通貨問題な

どの補完的次元の問題は，すべて生産の問題に

従属させなければならない。実際，前者の社会

的重要性が如何なるものであろうとも，それら

は国の経済力そして富の源泉である生産の結果

としてしか研究されえないからである。」4)

かくして 1918年12月までに諸産業に対する

調査・分析による 87に及ぶ報告書が諮問委員

会の審議に附され，その経過を踏まえて，翌年

に委員会独自の綜合化された工業調査報告書が

いわゆる＜クレマンテル調査〉として完成した

のである。

以上の成立経緯から， ＜クレマンテル調査〉

は，戦前フランスの諸産業部門に関して歴史分

析を行なうための貴重で豊富な資料を提供して

いることは明らかであり，更にやや先取りして

言うならば，産業諮問委員会によって採択され

た結論及び戦後の産業政策に対する提案には，

戦前の， しかし 19世紀段階の機械化崇拝に一

定の疑問を示しつつある企業経営者の価値観及

び行動を反映させていることが推測されよう。

そこで，この時期に醸成されつつある企業経営

者の新しい価値観とは具体的にはどのような内

容と歴史的特徴をもっていたのかが問題にされ

る。それに対する回答を得るために，＜クレマ

ンテル調査〉は，その膨大な資料の中で最も強

調した点，すなわちアンタント (Ententeen-

tre producteurs)， そして， その現実の共同

組織としての， 経営アソシアシオン (Associ-

ation industrielle ou commerciale)の分析

4) Arch. Nat., F12 8062, Rapport general sur 

l'industrie frani;aise, sa situation, son ave-
． 
mr. 

第 46巻第4• 5号

が必要であることを示唆している。かかる問題

に関して，基礎資料としてのくクレマンテル調

査〉に加え，われわれが独自に試みる具体的分

析は戦前フランスに固有な経営風土に展開され

た企業の思想と行動を戦後の産業再編成過程

（産業組織の「合理化」）と連続性をもった局面

として歴史に位置づけるであろう。

1 製鉄業におけるアンタント

1917年の国立経済拡大協会 (Association 

nationale d'expansion economique)の総会

で，クレマンテルは出席した企業経営者に対し

次のような演説をしている。 「私はあなた方と

同様に，戦争はわれわれを厳しい教訓に晒した

が，それから大きな利益を引き出すことになる

に違いないと考えます。すなわち，企業個人主義

への旧来の過度な執着が産業組織の合理化（企

業連合）の必要に対し屈服する新しい時代を迎

えようとしていると確信している。……そして，

われわれがその例を必要とするならば，連合国

の中で英仏海峡の対岸を見るだけでよい。イギ

リスは輝かしい孤立国であり，極端な個人主義

の国であった。ところが，イギリスの企業経営

者は企業間の共同組織の実現の面ではフランス

の企業経営者よりも前進的である。われわれの

課題はまさにそこにあります。企業経営者の皆

さん，あなた方は出来るだけ安価な原料をフラ

ンスそして植民地において確保するために個々

の力を集中しなければなりません。そして，ぁ

なた方の第二の義務は生産を組織化し，種々の

企業集団に産業を分離している旧来の障壁や区

分を打破し，そしてその結果，個別的利益の上

位にある国民的利益は，あなた方が共同行為を

とる場合にしか，あるいは同一方向に動く力を

結合する場合にしか与えられないことを認織す
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べきであります。」1)

この演説が当時になっては「革新的」であった

のは，それがいわばフランス革命以来，自己の思

考・行動様式を単に最良のものとしてだけでな

く，幸運な結果を生む唯一のものとして考える

フランス企業経営者の支配的価値観に対立的で

あったからである。しかしながら，第一次大戦

以前のフランス経済においても小規模企業の消

滅と並行して加速化する産業集中化の過程で様

々の目的と形態を有するアンタント，あるいは

経営アソシアシオンの存在自体を否定すること

は出来ない 2)。一般的に言えば， 19世紀半ば以降

ヨーロッパ的規模で展開される機械化（技術進

歩）は周期的過剰生産による経済危機を発現さ

せたが，次第にそれを社会的危機へと拡大させ

ていった。こうして危機に対する克服策は増々

個別企業を越えた次元に求められなければなら

なくなる。又，他方で，輸送，通信手段の発達

は，生産者の市場関係を局地的なものから国民

的なものへ，そして国民的なものから国際的な

ものへ，あるいは固定的関係から流動的関係へ

と変容させた。これらの諸要因が支配的に作用

する地域では， アンタントがその必要性を増

し，その規模を国民的あるいは更に国際的なも

のに拡大しなければならなかったのである。し

かし，それぞれの地域性，すなわち資源，エネ

ルギ一条件，産業構造などの歴史的反映により，

地域別にそして産業部門別にかなり独自のア

ンタントの発展経路が析出される汽 「ローマ

1) Arch. Nat. F12 8060. Comite consultatif des 

Arts et Manufactures, Rapport genもralsur 

l'industrie fran~aise, Sa situation, son ave-
nir. VI. Le developpement du machinisme 

et le specialistion des usines. 

2) J. Houssiaux, Le Pouvoir de Monopole.Paris, 
1955. pp. 289-290. 

3) Comite des Forges de France, La Side-

rurgie fran9aise 1864-1914, Paris, 1920. p.505. 

法にその思想的基礎をもつ最初の生産者間の組

合が形成された」4) フランスでは， 1914年以

前，次の様な協定内容をもつアンタントの存在

が確認されている。①価格維持のために生産を

制限する生産協定，②生産自体は自由放任し販

売価格を調整する販売価格協定，③原料の購入

価格と製品の販売価格に関する協定（②の変

種）， ④参加企業に販売地域を割当てる販路協

定，⑤全注文を生産能力に応じ参加企業に割当

てる注文分配協定，⑥過剰生産に対する政府の

救済手当の恩恵を共有するための協定，などで

ある。しかし， これらは堅固な存在基盤をもつ

ことが出来ずに，一つの試みに終っている凡

ところが，これらの諸要素を有機的に結合す

ることで永続する組織と機能をもつ経営アソシ

アシオンの一形態， コントワール (Comptoir 

unique pour l'achat et la vente des pro-

duits fabriques par les usines associees) 

を19世紀後半のロレーヌ製鉄業に見ることが

可能である。かくして，われわれは大戦前のア

ンタント（経営アソシアシオン）の歴史分析を

製鉄業の場合を対象として行なうことになる

が， それは更に次のような理由による凡①

その経営アソシアシオンの存在と内容に関し

て，当時の種々の団体に属性としてある宗教

性・秘密性がないこと， 特にロングウィ・コ

ントワール (Comptoir Metallurgique de 

Longwy) の場合のように，その定款を公表し

事業内容を公の討議の対象にしていること，

②19世紀中葉以降， 繊維工業主導の産業革命

4) J. Carlioz, Etude sur les Associations indus-
trielles et commerciales, Paris, 1900. p. 94. 
5) Arch. Nat., F12 8060, Rapport general. 

VII. Associations industrielles et commer-

dales. 
6) Cf. P. de Rousiers, Les Syndicats industri-

els de producteurs en France et a l'etranger, 
Paris, 1901, pp. 194-195. 
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を経験したフランスにおいても隣の経済大国

ドイツとの競争上， 産業構造の高度化が政策

的な比重を歴史的に増していく。それ故，各地

に基地をもつ製鉄業は 19世紀より常に例外的

な産業でなく，また近代社会の物質的構成にお

いて鉄鋼の重要性は急拡大していくという国民

的産業であったこと，③製鉄業に形成された経

営アソシアシオンは，当時の政界，産業界及び

学界に大きな論争を惹起したが，その論争はフ

ランス製鉄業におけるアンタントの成立条件あ

るいは経営アンシアシオンの独自性の追究か

ら，アメリカのトラスト， ドイツのカルテルと

の比較分析に及ぶという綜合的広がりをもって

いたこと，などである。

われわれは，以下において，規模の点で最大

でその存在と影響力は他の若干のコントワール

の形成を促し， 「外国にみられるトラスト，ヵ

ルテル，サンディカなど多様なアンタントの具

体的形態と比較しうる弾力で前進的な唯一の組

織」” であるロングウィ・コントワールを事例

にして，特に 1899年8月 1日更新の定款の分

析8) に基づいてコントワールの組織と構成及び

参加企業との諸関係を分析していこう。

(1)ロングウィ・コントワールの組織と構成

1860年の貿易自由化によって， 「フランス

のスコットランド」と称されたロレーヌ地方ロ

ングウィの鉄工場主たちは，イギリス，ベルギ

ーなどの高度な製鉄技術に対し必要な措置を講

ずることを余儀なくされていた。 「1車輌の量

のイギリス産銑鉄の：中の僅か 1キログラムの

7) Arch. Nat., F12 8850, Circulaire du Comite 
central des Houilleres de France du 15 
janvier 1903. 
8) 「ロングウィ・コントワールの定款は，その後

フランスの他のコントワールのみならず外国のそ
れの範となる」 H.Prevost, Les Ententes entre 
producteurs en France, Paris, 1904. pp. 65-66. 

第 46巻第4• 5号

ロレーヌ産銑鉄は溶融のすべてを台無しにす

る」9) という当時の鋳造業者の風評を需要に応

じた高品質の銑鉄生産の拡大で克服することが

国際競争の中で最優先されるべき手段であっ

た。だがこの目的達成のためには，個々の製鉄

業者による経営努力ではなく，製鉄技術改良あ

るいは製品の品質改善への共同行為を必要とし

たのである。 1876年 12月 10日， 4人の鉄工場

主によって資本金 78,000フランの合名会社ロ

ングウィ・コントワールが設立される。すなわ

ち， JosephLabbe (Societe metallurgique 

de Gorey et Mont-Saint-Martin), Oscar 

d'Adelsward (maitre de forges au Prie-

ure), Theopile Ziane (Societe de la Pro-

vidence), Gustave Raty (Societe Gustave 

Raty et Cりの共同行為は，顧客に対する一

種の啓蒙活動で始まった。それは鋳造業者に対

して，従来の高燐質のロレーヌ産鋳物用銑が原

料として十分に利用可能であることを，そして

精錬業者に対しては， 1877年トーマス発明によ

る新しい製鋼法が高燐銑から脱燐を可能にした

だけでなく，高能率と経済性をもつていること

を認知させることであった10)。ここで初発の時

期におけるロングウィ・コントワールを性格規

定するならば，それはロレーヌ製鉄業の地域性

を反映し銑鉄市場の組織化とその拡大を意図し

たと言え，その意味において市場支配を目論む

アンタントというよりもロレーヌ地方の高炉所

有者の単純なアソシアシオンと看倣されよう。

以上のように目的と性格を初発の特徴とする

ロングウィ・コントワールは 19世紀までに次

の表 Iが示すような製鉄企業の参加を実現して

9) ・ Les Mines et la metallurgie al'exposition uni-
verse/le de 1900. Paris, 1901. pp. 54-55. 
10) Comite des Forges de France, op. cit., 
pp. 508-509. 
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表 1 ロングウィ・コントワールの参加企業

参加年月日

1879年 8月 1日

業 名

1879年10月31日

1880年10月6日

1881年7月 1日

1882年10月 1日

1884年 3月 1日

1887年 7月12日

1889年 8月 1日

1892年 5月1日

1892年10月17日

1894年 9月29日

1896年 3月 1日

1897年 1月14日

企

d'Huart frere 

P. Giraud et oe 
Ferry Curicque et oe 
Societe mもtallurgiguede la Haute-Moselle 

Societe des Acieries de Longwy 

Societe metallurgique de Gorey 

F. de Saintignon et oe 
Societe Lorraine industrielle 

Societe des Hauts-Fournaux de la Chiers 

Societe metallurgie de Senelle-Manbeuge 

Societe des Mines de Meurthe".'et-Moselle et Usines de Villerupt 

Marquis de Lambertye 

Societe metallurgique de Chamigneulles et Neuves-Maisons 

Compagnie des Forges de Chatillon et Commentry 

Fould-Dupont 

Societe des Forges et Fonderees de Montataire 

Societe des Hauts-Fournaux et Forges de Villerupt-Laval-Dieu 

Societe metallurgique d'Aubrives et Villerupt 

Societe metallurgique de l'Est 

Societe de Vezin-Aulnoye 

Societe des Acieries de Micheville 

典拠： LesMines et la Metallurgie a /'exposition universelle de 1900, Paris, 1901. pp. 55-57. 

いる。

このようにロングウィ・コントワールを構成

する企業は増加傾向を示したが11)，市場開拓と

いう商業的目的は常に基本線として続いた。

1899年更新の定款第 I条12) の第ーパラグラフ

は次のように言う。「下記署名する者は， 自己

の名義で，そして必要な場合には自己が代表す

る個々の会社の承諾を得ることを請合って，当

定款に基づき 1つの合名会社を組織する。その

目的は，参加企業が Meurthe-et-Moselle県

と Meuse県に現在所有するかあるいは将来，

11) 1905年には14, そして第一次大戦直前には，

殆どすべての鋳物用銑の生産者を参加させ 20企
業数に達した。 L.Mazeaud, Le Probleme des 
unions de producteurs devant le loi franqaise, 
Paris, 1924. pp. 20ー21.

12), 15), 17) Article I des Statuts renouveles 
le Jer aout 1899. 

取得又は建設する高炉により生産された全種類

の銑鉄の購入と， フランス本国と植民地及び保

護領でのその転売とされる。但し， 特に第26

条13)の規定により， 参加企業が自己の加工工

場の原料とする銑鉄と外国に販売する銑鉄は除

かれる。」

この規定によれば， コントワールは，対象商

品として製鉄業における重要な中間製品である

銑鉄に特化しており，製鋼業，鋳造業あるいは

鍛造業などの加工業への原料銑供給者としての

13) Article.26 des Statuts.「各参加企業は，そ

の生産から，自己が所有するかあるいは賃借し自

己の名義で実際に経営している精錬加工工場の原

料供給に必要な銑鉄を，自己の負担とリスクでそ

して2ヶ月の消費量以上の在庫を形成しないとい

う条件で天引することを許される。•…••加工工場
として考えられるのは，単に製鋼，圧延，鋳造工

場だけでなく， Meurthe-et-Moselle県の銑鉄

を作業場の修善，改良整備用としてと同様販売用

としての鋳鉄に加工する高炉及び甑自体を含む」
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役割を果すことを意味したが，その視点から参

加企業の生産それ自体に対する恣意的な調整・

監督者として位置づけならない。というのは，

参加企業がコントワールに納入すべき銑鉄の定

量(quantum)は，各企業の代表によって構成す

る取締役会が企業の生産能力を基準にして決定

したが，それは定期的に変更可能であり， しか

もフランス国内の銑鉄市場に専ら関係していた

からである。例えば， Societemetallurgique 

de Goreyは，その 1900年の覚え書から判断

すると， 2基の高炉により年38,000トン製銑

し，そのうち自己所有のパドル炉で 20,000ト

ンを錬鉄加工し， 10,000トンを圧延加工し，更

に3,600トンを甑による精錬加工に向けてい

た。又，同じく Societe metallurgique d'-

Aubrives et Villeruptは年54,000トンの製

銑量のうち， 35,000トンを自己の加工工場で精

錬している。このような結果， 1900年のフラン

スにおける総銑鉄生産量 2,699,000 トンのう

ち， コントワール参加企業の生産能力は，算術

的には 1,500,000トンを占めたが，実際にコン

トワー）レ自身が販売した銑鉄量は400,000トン

を越えなかったという 14)0 

要するに，コントワールは quantum分の銑

鉄の生産のみならず，銑鉄を原料とする製品に

ついて生産及び販売ともに参加企業に完全な自

由を保証していたことになる。

この参加企業のイニシャチーヴは輸出の面に

も現われる。定款第1条の第二，第三パラグラ

フに依れば， 「参加企業の銑鉄は外国にも販売

されうる。その方法としては参加企業が個別的

に実行するか，場合によっては輸出コントワー

ルの創設が考えられる。但し，このコントワー

14) E. Dolleans, De l'accaparement, Paris, 1902. 
pp. 329-330. 
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ルの設立条件として，本社がロングウィ・製鉄

コントワールの建物内に設置されること，その

経営管理権は製鉄コントワールの取締役社長の

もとにあること，そして両コントワールが同一

のスタッフで機能しうることが満たされなけれ

ばならない。

その独立性の保持を欲する製鉄コントワール

のすべての社員は，この輸出コントワールに属

することを過半数票による決定によって強制さ

れることはない。」15)

従って， ロングウィ・コントワー］レの参加企

業は，個別的にしろ共同行為によってにしろ，

自己の責任と利益追求のために銑鉄輸出業務に

関係することが可能であり，それもコントワー

ルの定款自身が規定したことは， コントワー］レ

が自己の銑鉄の販売を国外に求めないことを宣

言すると同時に，それを参加企業の自主性に委

ねるという組織としての弾力性を明らかにした

ことになる。

理論上，典型的で完全なアンタントは生産及

び流通の両面に少なからず支配＝強制を基本原

則とするが，ここにみるコントワールの場合に

は， その例外規定の両者が本質を構成してい

る。それはロレーヌ製鉄業の自由な活動を保証

し，その発展を可能にした。実際には，この例

外規定は，度合からして非常に不均衡的に機能

している。即ち，輸出コントワールによる銑鉄

輸出は極めて少量に限られ，逆に製鉄企業自身

による精錬加工（銑鋼一貫工程）が正しく普通

の事態正常な道を辿る。言うなれば，コント

ワールの設立時に予見された例外が歴史的にみ

て法則となり，それはフランスで精錬加工され

る銑鉄の大部分がコントワールとは無関係にな

ることを意味している16)0 

16) Comite des Forges de France, op. cit., 
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そして，定款第I条の最終パラグラフにおい

て， 「会社は，同じく参加企業による生産以外

の銑鉄の購入の事業目的をもっ」17) とされた。

つまり， コントワールは独自の商業活動を営む

組織と規定されたのである。ここで問題となる

のはそれが何故に参加企業との契約関係とは

別に銑鉄を求め，いかなる精錬加工業者との取

引関係にあったかということである。この問題

の分析は， コントワールの性格をフランス製鉄

業の発展過程の中で特徴づけることになる。ロ

ングウィ・コントワールと原料銑購入のための

取引関係を結んでいた部門について，三大区分

が可能であろう 18)。鋳物用銑を購入する鋳造業

者，非マンガン銑， トーマス銑それに精錬用銑

を求めるパドル炉所有経営者と製綱業者，であ

る。そのうち第1のカテゴリーがロングウィ・

コントワールと最も密接な関係にある。という

のは，一方で， コントワールが創立時に最初に

開拓したのはこの部門であり，又，第一次大戦直

前におけるコントワール所有の銑鉄構成で鋳物

用銑が1/2から 3/4を占めていたからであり，

他方で鋳物業者はその使用原料が多種に亘ると

いう技術的・経済的理由，あるいは立地条件に

より高炉を所有せずに専らコントワールからの

原料銑購入に依存していたからでもある。第2

のカテゴリーは銑鉄の非生産地域，例えば Ar-

dennes 県や Haute-Marne 県に立地し，

そのため原料銑購入をコントワールに依存する

傾向が第1のカテゴリーと同様に強かったが，

パドル炉が製鋼法上の歴史的役割を次第に失っ

ていくとともに必然的にコントワールとの取引

関係も弱めていく。最後に第 3のカテゴリーは

マルタン炉使用の製鋼業者の若干がコントワー

ルとの関係をもっていた程度である。その製綱

p. 511. 

18) Ibid., pp. 512-513. 

法が使用原料に融通性（屑鉄を 0~100パーセ

ントまで使用可能）をもたらしたために，必ず

しも銑鉄利用が強制されなかったのであり，更

に，この部門では高炉設備を所有する銑綱一貫

工場が一般化されていくという理由による。

以上の如く，ロングウィ・コントワールの原

料銑市場関係は，銑鉄を加工するフランス製鉄

産業全体に存在するとしても，銑鋼一貫工程に

鉱山所有を含んだ操業形態（統合企業形態）の

Le Creusot, Acieries de Denain et Anzin. 

Acieries de Longwyなどの大企業よりも，

高炉を所有しない中小規模の，従って競争力に

乏しく常に大企業に吸収される危機を内包する

製鉄企業に比重が掛っていた19)。しかもコント

ワールは， この種の企業に重要な保護の役割を

果す。銑鉄の売買契約は企業規模に関係なく同

じ条件で行なうことを原則としている。この原

則に加えて，特徴的な事象が指摘される。コン

トワールは， 1899年に外国産銑鉄を 1トン当り

105フランで購入しながら 20)，伸縮売買契約

(marches a echelles) 21)一ーコークス価格を

基礎にして機械的に銑鉄価格を決める方式ー一

により 1トン当り 63フランの低価格で販売し

ているのである。この措置によって， コントワ

ールには必然的に損失が計上されたが，小規模

企業経営者のイニシャチーヴと企業家精神の高

揚がみられたという。例えば， フランス北部

Ardennes県において， 一般的に産業集中化

が急速化する時期に， 労働者経営企業 (Soci-

etes ouvrieres)あるいは個人企業に値する

19) P. de Rousiers, op. cit., pp. 203-206. 
20) E. Dolleans, op. cit., p. 340. 
21) Les Mines et la metallurgie., pp. 71-75,尚，
この契約方式に対する批判的分析書として， G. 
Villain, Le Fer, la Houille et la Metallurgie a 
la fin du XJXe siecle, Paris, 1901. pp. 188-194. 

がある。
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小規模な鋳造企業が創立されたのは，それが重

要な要因とされている 22)。これは資金的にそし

て技術的にも劣位にある中小規模経営が困難な

市場環境にも拘らず存在基盤を強化できたのは

銑鉄の安定供給を約束するコントワールの存在

によることを証明している。

結局，ロングウィ・コントワールは生産に直

接的行為を及ぼすことなく，商人＝委託販売業

者としての機能を果すことで固定化しているこ

と，つまりそれ自体として経営上の自己目的を

もっていることにアンタントの共同組織の独自

性を有するのである。

(2)ロングウィ・コントワールと参加企業の

関係

企業個人主義が支配的な第一次大戦前のフラ

ンスの伝統的経営風土において，個々の製鉄企

業が共同組織として形成したロングウィ・コン

トワールは，いかなる経済的利益の追求の結果

なのか，そしてコントワールに見い出される経

済的利益は，当時の世論が指摘するように，個

人的イニシャチーヴの高揚を抑圧し，フランス

製鉄業の発展（フランス経済の拡大発展）への

阻害要因を構成したのかという問題が提起され

よう。この問題に回答を与えるためには，参加

企業の経営活動における競争原理及び独立性の

在り方を分析する必要がある 23)0 

まず， コントワール参加企業の競争原理との

関わり方を対外的次元と対内的次元に分けて考

察していこう。

「私はある価格の銑鉄を見つけた。私が貴社

と締結した売買契約での銑鉄価格は， コークス

の高価格のために 1トン当り 10フランの割高

22) Comite des Forges de France, op. cit., 

p. 514. 

23) Et. Villey, L'organisation professionnelle des 
employeurs dans l'industrie fran~aise, Paris, 
1923. pp. 150-151. 

第 46巻第4 • 5号

になっている。もし貴社が私の状況を耐えられ

ないものにしたくないならば，どうか私に若干

の譲歩をして下さい。」24) これはある銑鉄購入

者からコントワール宛の手紙の一節である。こ

のような場合に，取引先との関係維持を第一に

考えるコントワールは若干の譲歩を与えるであ

ろう。例えば， 20世紀初頭のいわゆるロングウ

ィ・コントワール事件25) が象徴的である。事

件の発端は次の如くである。 1900年4月に， コ

ントワールはコークス価格を基準とする伸縮売

買契約の原則に従って 1トン当り 90フランか

ら105フランという当時としては非常に高価格

で銑鉄570,000トンの売買契約を結び，そして

契約に則って銑鉄の顧客への納入が 1904年12

月31日まで数回に分けて実施される予定であ

った。ところが， 1901年 5月6日，つまりコー

クス価格が高値安定する状態の中で 1900年万

博プーム後の不況が銑鉄価格の急落をもたらす

時期に，コントワールは精錬用銑の価格を1ト

ン当り 50フランに引下げる措置，いわゆる連

結売買契約 (marches intercalaires)-—伸

縮売買契約の実行を一定期間中断し，合意によ

りコークス価格以外の条件で価格を取り決める

契約方式—~を導入した。この措置は参加企業

に一定の経済的犠牲を強いるために，参加企業

の1社が旧売買契約の履行を要求してコントワ

ールを告訴するという事態を引き起したが， し

かし，それは原料銑のフランス国内市場におけ

る一定の地位の保持という長期的な経済利害を

考慮したコントワールの商人的性格の現われで

あり，常にアウトサイダー（巨大企業）あるい

は外国との競争が存在することの裏づけであ

る。又， コントワールと参加企業の間で規則的

24) P. de Rousiers, op. cit., p. 240. 

25) Supplement a l'Echo des mines et de la me-
tallurgie du 9 janvier 1902. 
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に結ばれる長期契約26) は， その契約の下で参

加企業の工業利益を無条件的に保証したもので

はないことを，この事件は教えている。

この対外的競争に加えて，参加企業は対内的

競争からも免れることは出来ない。その際，二

つの局面が考えられよう。定款41条27)の規定を

紹介しよう。 「新規の需要への適合という目的

で，参加企業により行なわれる銑鉄の品質改良

などの経営努力を契励するために，ある銑鉄購

入者が銑鉄に一定の特性を要求し同じ分類の銑

鉄よりも高く支払うことを同意した場合には，

価格の追加分はそれに係った銑鉄量について諸

経費のための手数料と第 40条28)に規定された

特別天引を除いて，すべて完全に生産企業に属

する。もし逆に，ある社員が生産する銑鉄が品

質の悪さのために同型同種の銑鉄よりも低い価

格でしか販売されえなかった場合には，その値

引分は生産企業によって免担されなければなら

ない。各社員は発送する銑鉄の重量と品質につ

いて責任を負っている。」ところで一方， 参加

企業の生産可能な銑鉄について，鋳物用銑，精

錬用銑， トーマス銑の用途別の分類とそれぞれ

の品質等級がコントワールの定款第37条によ

り前提的に明示されており 29)，それに従って「

参加企業は生産し自由に処分可能な銑鉄につい

て送り状を月末にコントワールに渡さなければ

ならない。そして，送り状価格は，その月の販

売の平均価格に基づき取締役会によって決定さ

26) 1899年8月1日更新の定款では，契約期間は5
年5ヶ月で更新可能とされている。 Article2 
des Statuts. 

27) Article 41 ds Statuts. 

28) Article 40 des Statuts.「特別準備金が創設

される。その目的は不適切な信用から生ずる損失
を償うことにある。この資金はコントワールヘの
銑鉄送り状価格の合計の0.5パーセントの天引に

よって構成及び供給される」
29) Article 37 des Statuts. 

れる」30) のである。要するに，すべてのコント

ワール参加企業は一定規格の銑鉄を同一種銑同

一価格でコントワールを通じ販売することを原

則とするが，この原則外で成立した売買で実現

される「特別」利益あるいは損失は各参加企業

に帰するのである。それ故，それをめぐる参加

企業間の競争（企業の経営努力）が存在する。

又，他方でこの原則に基づく価値実現も参加企

業に対し多様な経営結果として反映する。コン

トワールは参加企業の銑鉄の販売方法，条件に

対し管理あるいは運営権を及ぼしたとしても，

生産それ自体に詳細な直接的規制を考慮に入れ

ていない。従って，各個別企業を取り巻く経済

諸条件，例えば地域的偏在傾向のある鉄鉱石，

石炭コークス等の原・燃料資源条件， とくに輸

送費の問題に関係する立地条件，労働集約型産

業鉄鋼業における労働事情及び金融条件，それ

に以上のような経済与件の配分•利用を合目的

行為とする企業経営者の人的資質の条件（人間

的資源）は参加企業ごとに全く多様であると言

える 31)。だから「銑鉄価格を構成する原価は絶

えず減少傾向にあり， コントワール設立時の

1867年と 20世紀初めの原価を比較した場合，

1トン当り 30フランの低下があった」32) とし

ても，それは参加企業の総体としての傾向であ

り，各企業の銑鉄価格の原価は， この平均的傾

向よりも前進的あるいは後退的と多様に現われ

る。その結果，各企業の経営努力で実現した原

価引下げ分は必然的にそのための生産方法を構

想し利用した者に対する個人的利益を構成し，

30) Article 38 des Statuts. 

31) 1900年の万博期の各参加企業の構成物件， 労
働者数及びその他の経営状態については LesMi-
nes et la Metallurgie a l'exposition universelle de 
1900, Paris, 1900-1901.を参照。
32) La Reforme economique du 14 decembre 

1902, p. 1698. 
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対内的競争を必然化している。

実際には，以上の二つの局面が複合的に絡み

合って展開するのであり，参加企業間には銑鉄

の国内市場での販売のための共同組織，コント

ワールが見い出されるとしても，それは盲目的

な価格の画一性よる相互守護の組織ではない。

国内市場での販売以上の銑鉄売買取引，自己の

工場経営における意思決定，管理運営について

全く自由なイニシャチーヴをもつ参加企業は，

相互的に常に生産性向上への競争状態を創り出

していると言える。

ここで， フランス鉄鋼協会 (Comitedes 

Forges de France) の事務局長， R. Pinot 

の，ロングウィ・コントワールに代表される製

鉄コントワールと参加企業の関係についての説

明を聞こう 33)。 「コントワールの定款は参加企

業に対し更新可能な最高期間3年の契約を規定

している。しかし， 3年ごとにコントワールの

社員たる参加企業は割り当てられた quantum

を改訂する権利をもっている。この 3年間， コ

ントワールの代表取締役は参加企業のために，

この quantumを販売する責任がある。もし予

期出来ない市場動向のために，顧客がquantum

の総量よりも多く要求した場合には，代表取締

役は参加企業に生産強化を促し，また逆に取引

先によって要求された量が quantumの総量よ

りも少なかった場合には，代表取締役は各参加

企業に各々の利益を侵害しないように生産の比

例的引下げを引受けさせなければならない。

しかし，もしコントワールが参加企業に対し

て製品の量に関してしか，そして上の条件でし

か契約していなかったならば，参加企業がコン

トワールとの契約期間でも生産手段を拡大する

33) R. Pinot, Le Comite des Forges de France 
au service de la Nation, Paris, 1919. p. 12. 

第 46巻第4• 5号

ことは自由である。寧ろ，参加企業はコントワ

ールとの契約更新の際，より多い quantumを

要求出来るように常にそれを怠ることのないよ

うに配慮すべきである。

また 3年というこの期間， コントワー）レの代

表取締役の唯一で最大の専心事は何と規定さ

れるであろうか。それは顧客の消費力を増大

し，製品市場を拡大するために必要な措置をと

ることである。代表取締役は参加企業による新

規事業の実施，そして新規の工場設立の結果，

契約更新の際に 13単位の quantumをもつ企

業が 17単位の quantumを要求したり，ある

いは意見が一致しない事態もありうることを十

分に知っているし，他方で 100単位を購入する

顧客に対し将来において 120単位を販売しなけ

ればならないことも認識している。代表取締役

はこの観点で動いているのである。」

以上にみる限り，コントワールは参加企業の

市場原理に支えられた自由なイニシャチーヴを

破壊するどころか，参加企業の自由な発展を許

容していたことになる。

更にこの形態の商業組織は国内的及び国際的

企業競争の激化する過程において多様の生産企

業の存立基盤を確保するという，企業の体質強

化の役割を果していることに注目したい。一般

的に近代製鉄企業の発展は銑鋼一貫工程の操業

形態を推進しつつ，燃料消費量の低下と特に高

炉の大型化・重装備化を実現させていく。だ

が，この生産設備の加速度的巨大化・集中化は

企業ごと国ごとに速度を異にする。企業評価の

基準として一般に使用される高炉 1基 1日当り

の出銑量及び高炉所有基数の比較分析がそれを

示すであろう。アメリカの製鉄企業では，高炉

1基1日当りの出銑量は19世紀末には210-260

トンが一般的で20世紀初頭には例外的ではあ
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るが， 700トンを生産する大型高炉さえ建設さ

れているのである。しかし同じ時期のヨーロッ

パでは， 70~180トンの間で製鉄企業間の競争

が展開されたという 34)。そしてロレーヌ地方の

高炉についても，180トンを越えることなく， 1 

企業当りの高炉数は 2基が一般的であった35)。
又， ロングウィ・コントワールに参加する 11

の企業の場合， 高炉総基数が28で， Gustave

Raty et C1e と C1edes Forges de Chan-

tillon, Comm entry et N euves-Maisonsの

2社の 4基が最高である 36)。さらに第一次大戦

直前の1913年ー1905年から続いたフランス経済

の好況期の最頂点ーーにおいても， Meurthe-

et-Moselle県の製鉄企業に展開された生産の

集積の度合いに関して高炉基数の若干の増加が

あったとしても高炉の生産性（高炉1基1日当

りの出銑量）そのものの上昇は殆ど認められな

ぃ，つまり製鉄部門の企業規模における基調的

変容は看取されないと言ってよい（表2参照）。

しかし，この間同県の製鉄量の急速な拡大は，

表 3に示す如く， フランス製鉄業における

Meurthe-et-Moselle県の地位を増々高めて

いっている。すなわち， それは 1888年にフラ

ンス生産総量の 50バーセントを越え，その後

34) P. de Rousiers, op. cit., pp. 244-245. 

35) なお Meurthe-et-Moselle県における若干の

企業の場合，次の通りである。

瓢尚叫（Ji'iトンl）基
Societe Metallurgique 2 52 de Gorey 

Societe des Acieries de 7 73 Longwy 

Schneider et cie l 5 I 80 
Les Mines et la Metallurgie, t. I. pp. 133-145, 
301-320, t. II. pp. 133-145, 179-198. 

36) Article 23 des Statuts. 

も上昇傾向を辿り 1913年に 69％に達している

具合である。ではこの状況は如何に把握される

べきであろうか。

製鉄業という基幹産業部門において， このよ

うな主導的地位を獲得・維持するためには原理

的にはそして実際的にもアメリカなどにみられ

るように，より強大な企業が孤立的ないしは不

十分な企業相互協力関係しかもたない多数の企

業を吸収合併し，資本の集績・集中過程を経て

巨大企業を誕生させる方法が考えられる。しか

し，Meurthe-et-Moselle県の製鉄企業は，個々

の企業主に経営主体性を消失させ，一つの中央

集権的な経営管理機構への統合を強制する企業

合同に謙悪感を示し，個別企業の枠を越えつつ

も自生的で自由意志に基づくアンタントによっ

て，そして一定の点に関する正確な契約事項に

よってより高度な商業的集中を推進する道を選

んだ37)。この各企業の連帯性と一定の規律の尊

守に基づく共同の販売組織，それがロングウィ

・コントワールであった。

ここでコントワールの銑鉄生産企業に対する

経済効果に関する若干の証言を聞こう。 F. 

Laur は1900年にコントワールによる銑鉄の

原価引下げの効果を分析し，銑鉄1トン当りの

原価引下げ分を，商品輸送の合理的割当制から

の利益1フラン，販売部門の集中化による利益

0.80フラン，割引に関する生産企業の利益1フ

ラン38)，合理的在庫管理による利益 0.50フラ

ン，の合計 3.30フラン (51フランの平均銑鉄

価格の約6%） とした39)。同じく， 1902年に

37) P. de Rousiers, op. cit., pp. 246ー248.

38) しかし 1900年の万博の際に， ロングウィ・コ

ントワールの総支配人 G.Aubeは割引の廃止案
を発表し実施に移す。 Rapportde G. Aube, Dire-
cteur-g紅antdti Comptoir Metallurgique 
de Longwy a la Reunion des Directeurs de 
Comptoirs. 
39) Les Mines et la metallurgie, pp. 91-92. 
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表 2 1913年 Meurthe-et-

工場設立地名 企 業 名

Gorey 

Hussigny 

Longwy 

Societe metallurgique de Gorey 

Societe Lorraine industrielle 

Hauts Fourneaux de la Chiers 

De Saintignon et c1e 

Societe metallurgique de Senelle-Maubeuge 

Mont-Saint-Martin et Moulaine I Acieries de Longwy 

Rehon I Soc註tede la Providence 

Saulnes I Marc Raty et cie 

Villerupt I Acieries de Micheville 

Societe metallurgique de Senelle-Maubeuge 

Societe d'Aubrives-Villerupt 

Auboue.. I Societe des Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont-a-Mousson 

Homecourt I Acieries de la Marine 

Jreuf I De Wendel et oe 
Frouard I Forges de Montataire 

Jarville I Acieries du Nord et de l'Est 

Maxeville I Hauts Fournaux de Maxeville 

Neuves-Maisons. Forges de Chantillon-Commentry et Neuves-Maisons 

Pompey. I Acieries de Pompey 

ont-a-Mousson I Hauts Fourneaux p 

総 計

典拠： Comitedes"'Forges de France, La Siderurgie franfaise, 1864-1914, Paris, 1920. pp. 176 bis 

et 189. L. Mazeaud, Le Probleme des unions de producteurs devant la loi fran~aise, Paris, 
1924. p. 22. no 1. 

F. Meline は次のように述べている。 「コン

トワールの構成企業は諸経費の多大な節約を実

現した。それまで，各企業はフランス全国を駆

け回り注文を得ようと競い合っていた販売代理

人を平均して 3人もっていた。この事態は現在

コントワールに参加している 16の企業にとっ

て48人の代理人と 16人の販売のための帳簿係

の存在を意味した。コントワールは， もはや唯

ーの帳簿係しかもたず3人の販売代理人でうま

く運営されている。かって個別企業次元に 1ト

ン当り2.50フランに達していた諸経費が， 今

日では 45サンチームに低下している。」40)

以上のように，ロレーヌ製鉄業における商業

的集中は生産企業主のイニシャチーヴに重大な

危険をもたらす工業的集中を加えることなく，

そしてこの集中を個々の企業の経済的必要性に

規定された集中の度合と内容をもつロングウ

ィ・コントワールの形成に結果したのである。

それ故に，この組織は中小の製鉄企業の存立基

盤を強化し，いわゆる規模の利益をもつ大企業

との競争関係を有利に展開させるという一つの

保護的役割を演じたと言える。

ところが，再び表3のロングウィ・コントワ

ールの銑鉄販売量の推移を見た場合，重大な傾

向が看取される。参加企業数の増大傾向にも拘

40) Plaidoirie de F. Meline pour le Comptoir, 1902, 
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Moselle県の銑鉄生産
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備考：表中の企業のうち， DeSaintignon et c1e を除いて，すべての企業がロングウィ・コントワール
に参加している。尚，当コントワールは，隣県に SocieteLorraine miniere et metallurgique 
de Thionville,と Forgesde Vieux-Malhainの2社をも構成企業としている。

らず（表2参照）， ロングウィ・コントワール

を通した販売量が 20世紀初頭に最高に達して

以来，殆ど400,000トン未満にとどまり，そし

て Meurthe-et-Moselle県の製銑量に占める

割合の点で次第に低下する傾向にあるというこ

とである。更に，このロングウィ・コントワー

ルは第一次大戦後に再興されたが，戦前のロレ

ーヌ製銑業及びフランス製銑業全体に占めてい

た地位を回復することなく， 1921年 1月21日

にその活動を停止したのである。そして製鉄業

における種々のコントワールの解体が続く。ゎ

れわれは，この極めて重大な現象に対してどの

ような視点を向けるべきであろうか。 1922年の

L. Romierのコントワール解体に関するコメ

ントは，この問題に一つの示唆を与えている。

「ロングウィ・コントワール，鋳鉄コントワー

ル，製鉄コントワールに続き，鉄鋼業の最後の

共同販売組織，薄鋼板コントワールがきのう解

体した。この一連の清算，解体においてそれは

個々の誤解に基づく単純な結果であると見るこ

とは出来ないだろう。四つものコントワールの

消滅を導いた運動の展開は， コントワールの運

営の責任者が，その勤勉で秀れた能力にも拘ら

ず，個人の能力ではどうにもならない諸力によ

って圧倒されたことを証明している。それ故，

そこに最高の熱意を困難に陥いらせる経済現象
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の一つがある。破産したのはコントワールの基

本様式なのか。当然のことながら，製鉄業におい

て， コントワール組織に対する反対者は，様式

自体が死滅したと考えている。そして奇妙なこ

とに， これまで学説的にも実践的にも最大の好

意でもってそれに結びついていた者さえも，実

験は終ったと嘆くならば，今やコントワールに

関して疑念に襲われているようにみえる。とこ

ろで，問題となっているのはコントワールの様

式それ自体ではないということを証明するため

には，鉄鋼業以外の産業部門に一瞥を投げるだ

けで十分であろう。ビロード産業，人工繊維産

業ガラス産業若干の化学産業などの多くの

産業部門においてずっと以前から試験されてき

たこの様式はそこに極めてすばらしい結果を与

えたし，そして与え続けている。この様式の恩

恵で，国内市場及び外国市場での販売競争の非

常に永い経験をもつフランス企業はその弾力性

を保持し同時にその競合者の厳しい集中化への

動きを抑えたことは不思議なことではない。恐

らく製鉄業はその地位と組織に誇りをもつこと

がたとえ正当であろうとも，他の産業部門が受

けていた厳しい教訓を認識することで得したで

あろう。現在まで，フランスにおいて，存続し

繁栄してきたコントワールは先験的創造物では

なくて，無拘束的商業戦争の結果であった。コ

ントワールは企業の抵抗力と経営技術が試され

たこれらの『サンチームの戦争」 guerresd~ 

centimesに終止符を打った。すなわち，コン

トワールは既に加圧された必要性によって強固

にされるのであって，起りうる経営リスクを恐

れてのことではない。そして又，かくして連合

した諸企業がコントワールヘと進化していく際

に伴なっていたものは，そこで得られる確実性

とそれまで遂行されてきた永き戦争の帰結自身

第46巻第4• 5号

である諸体系の同質性であった。結局の所，参

加企業の各々が以前孤立した状態で生きること

を可能にしていた商業的攻撃感覚から，・今度は

全体が利益を受けるのである。このような長期

の競争によって生まれたコントワールは，グル

ープが一つの支配企業に従属した関係になる

か，あるいはすべての企業が同等の関係になる

かに従って，二種類に区別される。前者の場合，

コントワールはあらゆる部面において，梯隊つ

まり支部をもった一つの企業の凝集力でもって

機動する。後者の場合，厳格な規則は製造，ぁ

るいは個々の企業利益の実現を図るために協定

を結ぶ必要のある経営活動の部分にしか及ばな

い。他の分野は全く自由なものとして残される

のである。ところで製鉄業は原理的にコントワ

ールの普遍化された制度に戻った。それは製鉄

業が国防政府のために提供した崇高ではあるが

束縛され枠をはめられた業務が終った直後であ

り，そこでは製鉄業は競争の感覚を少し失って

いた。従って製鉄業がコントワールに帰着した

のは，商業的精神からというよりもサンディか

精神，必要意識からというよりも経験意識，そ

して戦略への関心からというよりも自己守護に

対する関心からであった。結局のところ，企業

競争が弾力性と敏捷性を必要とする時期に，製

鉄業は不均質な諸力，責任及び必要のもとに単

に自己の代理人の権限を制限しつつ，何の信頼

関係もなく又何の規律もなくコントワールの制

度に帰着したのであった。

このように不利な条件にも拘らず製鉄業のコ

ントワールはこの産業部門に大きな効用を与え

たし，その骨組を維持してきたことは事実であ

る。製鉄業のコントワールの解体は，それ自体

としては嘆かわしいが， しかしわれわれには新

しい諸力の目覚め，商業的精神の揚力の指標に
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思える。この揚力が初発においては無秩序であ

ることは避けがたいことだ。だがこの精神は次

第に自己調整し，いつの日か新しい基礎と資カ

のもとにコントワールの様式に恐らく戻るであ

ろう」41)。

以上の詳細な分析は同時代人の証言であるた

めにコントワール及びその解体に関し生々しい

表現で満ちているが，問題提起的であり，われ

われの差し当っての課題， 20世紀ロングウィ・

コントワールの推転過程の諸要因を探る一つの

手掛りを与えている。即ち，この分析に依れば，

戦後のコントワール解体の原因は，その組織の

原理あるいは基本様式になるのでなく，さらに

コントワールの経営責任者にもなく，コントワ

ールと企業経営者の商業的精神に重大な影響を

与えた戦争という経済外的次元に求められるの

である。そして戦争直後の新しい状況，企業の

経営環境の変化は戦前のコントワールの存立基

盤を失なわせたが，企業経営者の自生的商業精

神は新たな形態と内容をもつコントワールを誕

生させることになると展望した。確かに，この

主張は示唆的であるが，われわれはフランス製

鉄業における新しい状況の始期を戦後に設定す

るよりも， 19世紀末， 1900年パリ万博による

鉄鋼プーム期に置くべきであると考える 42)。そ

の根拠として，すぐにフランス製銑量の発展を

示す表3が指摘されるが，とくに 1920年のフ

ランス鉄鋼協会の分析が重要である。それはロ

ングウィ・コントワールとフランス製鉄業の幸

福な歴史関係を明確に表現しているからであ

る。 「四半世紀前以来，フランス製鉄業の著し

41) ]ournee Industrielle du samedi 30 decembre 

1922. 
42) L. Brocard, La grosse metallurgie fran-

c;aise et le mouvement des prix de 1890 a 
1913, Revue d'histoire economique et sociale, 

t. x. 1922. p. 382. 

い発展は何よりも鋼生産の巨大な増加によって

行なわれた。そして製鋼業者の大部分は銑鉄を

購入することなく自分自身で生産している。エ

業技術の変革によってロレーヌ及びフランス製

鉄業にロングウィ・コントワールが占めていた

地位が，今日何の危機もなく低下してしまった

理由がそこにある。この役割低下はいかなる衰

退も意味しない。それは逆に新たに生じた状況

に対応することを試みることなく，専ら全体の

利益の観点で設立され， 常に顧客に対する効

用と同様にロレーヌ銑鉄の生産者に与えられる

効用によって，その機能を正当化してきた一つ

の制度の知恵を示している。」“この主張を踏ま

えて，次のような結論が与えられるであろう。

われわれが前述したロングウィ・コントワール

の市場関係の三大カテゴリーのうち，最も関係

が弱い第3のカテゴリー，製鋼業の発展とフラ

ンス製鉄業の発展は結合しており，高炉を所有

しない製鋼企業は極めて稀な存在となるのが歴

史法則である。それは言うまでもなく統合企業

形態の技術的有利性と経済性ー~高炉から溶融

状態のまま銑鉄を製鋼炉に運びその顕熱を有効

に利用し，同時に高炉から発生する大量のガス

を回収し圧延部門を含めた製鉄所内各所に利用

—ーに大いに関係している。一方，銑鉄生産者

のための共同販売の自然的組織というロングウ

ィ・コントワールの基本性格は，フランス製鉄

業の拡大発展の初期的役割を果し，寧ろ自己の

存在理由を弱める製鉄業の統合化をもたらし

た。しかし， これは結果であって目的ではな

い。ロングウィ・コントワールの基本性格は設

立当時のままに社会的使命として在り続けたの

である。

43) Comite des Forges de France, op. cit., 
p. 513. 
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表 3 フランスの銑鉄生産の推移 1864ー1913

フランス(A総)生産量Meurthe-et-Moselle 岱 ロングウィ・コ 岱
年 次 県の生産量 (B) 売ン量ト千ワ(ートCルン) の販

千トン 千トン 形 ％ 

1864 1,213 189 16 
1865 1,204 240 20 
1866 1. 260 291 23 
1867 1,229 321 26 
1868 1,235 344 28 
1869 1,381 420 30 
1870 1,178 308 25 
1871 860 91 11 
1872 220 18 
1873 271 20 
1874 255 18 
1875 299 21 
1876 328 23 
1877 383 25 49 12. 8 
1878 440 29 
1879 448 32 
1880 538 31 
1881 607 32 
1882 716 35 
1883 783 38 
1884 747 40 
1885 707 43 
1886 738 49 
1887 771 49 
1888 911 54 
1889 943 54 
1890 084 55 
1891 52 
1892 213 59 
1893 216 61 400 32.9 
1894 288 62 
1895 254 63 
1896 469 63 
1897 546 62 391 25.3 
1898 550 61 385 24.8 
1899 576 61 454 29.0 
1900 670 62 
1901 446 60 
1902 畠 73 
1903 66 
1904 001 67 
1905 109 69 
1906 295 69 
1907 493 69 
1908 289 67 
1909 429 68 
1910 750 68 356 12.9 
1911 012 67 403 13.4 
1912 403 69 
1913 589 69 370 10.5 

典拠： Comitedes Forges de France, La Siderurgie franfaise, 1964-1914, Paris, 1920. pp. 511-
512; R. Pinot. Le Comite des Forges de France au service de France, Paris, 1919. Annexe; 
P. de Rousiers, Les Syndicats industriels de producteurs, en France et a l'etranger, Paris, 1901. 
p. 217. 

11 戦後産業再編成のためのアンタント

(1)キャルリオズ報告の分析

くクレマンテル調査〉の専門報告官の一人キ

ャルリオズ (J.Carlioz) は「戦後フランス生

産組織の研究：製鉄業の場合」 という報告書1)

1) Arch. Nat., F12 8049, Etude de l'organisa-

tion de la production franc;aise apres Ia 

guerre; la siderurgie. par J. carlioz, 1917. 
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を1917年に産業諮問委員会に提出している。

この報告書の分析にはいる前に，彼が 1900年

に産業諮問委員会の専門委員として，そして I

型鋼コントワール，薄鋼板コントワールの監督

官として発表した著書「経営アソシアシオンの

研究」2) から，彼の初期的かつ基本的思想を把

握しておく必要があろう。

キャルリオズの現状認識は次の通りである。

客観的事実として， 1900年当時，産業及び風土

に応じ形態と方法を異にしながらも有効性と永

続性の点で共通の基盤をもつアソシアシオンが

各国に存在している。それ故，この組織の有利

な側面と，逆にそれに対する批判を分析し，そこ

から経営アソシアシオンが自己目的ー一正当利

潤の実現可能な価格の保証一ーを達成するため

満たすべき条件に結論を下すこと，それが今日

的課題であるという。他方で，経済の基礎過程

として商工業における集中化現象は大企業の出

現をもたらしたが，同時に小規模企業を死滅に

追い込んでいる。経済競争と市場行動は安価な

生産と販売を求め，それは大量生産，大量販売

でもってしか可能でないからである。そして小

規模企業の消滅は同情に値するが，この集中化

現象によって利益を受けているのは社会であっ

て，社会の利益は個人の利益よりも優先されな

ければならないと唱導した彼は，この社会の利

益に繋がる安価な生産を最も容易に可能にする

のは，最も完全な経営アソシアシオンたるトラ

ストであるとする。しかし，キャルリオズはフ

ランスにおいてトラストに優先権を与えること

を次の理由で拒否する。①当時の法制度がトラ

ストの創出に対立する原則によって成り立って

2) J. Carlioz, Etude sur !es Associations indus-
trielles et commerciales, Paris, 1900. 尚，彼の
その他の主著として LesComptoirs de vente en 
commun, Nevers, 1905. Administration et 

organisation commerciale, Paris, 1918がある。

おり， しかも新立法措置の必要性が両院の賛同

を得る状況にない。②トラストは企業国有化へ

の最終段階であるが，この国有化は善であると

は思われない。というのは国家によって買占め

られた企業は，常に生存競争下にある私企業よ

りも生産費が重み進歩が少ない。更に私企業は

自己の共同経営者の選択の基準を飽くまでも企

業の取引，技術そして管理に置くのに対して，国

有企業における代理人の選択の場合には， しば

しば情実が付きまとう。③大部分の工業的企業

を構成する株式会社の運営は優れた経営能力あ

る者に委ねられており，すべての次元での意思

決定に経済的条件が支配する。国有企業の場

合，この性格が弱い。④国有化，それは社会主

義概念としてのコレクティヴィスムを導く。

確かに以上のキャルリオズの思想は，それ自

体極めて概略的であり，国際的規模で激化する

企業競争の中で，旧来のフランスの経営様式，

価値体系の変革の必要性と個別企業主の主体性

維持の必要性に関する認識上のジレンマに満

ち，独占と国有化それにコレクティヴィスムを

殆ど何の契機もなしに直結させるという粗雑な

側面をもっていたとしても，それは時代的制約

に大いに関係しており，フ゜チの保護という側面

にのみ固執する当時の思潮にあっては， 「革新

的」であった。だからこそ， 「ドイツ製鉄業の

生産力は， 20世紀初頭のドイツ経済力そのも

のであったと同時に，その軍事力と国際政治に

おける役割に可能性をもたらした」” と考えて

いたクレマンテルが戦後フランス経済再建のた

めに主導産業部門として製鉄業を位置づけ，そ

の再編成に関する専門報告書にキャルリオズを

3) Cf. J. Bariety, Le role de la minette dans 
la siderurgie allemande et la restructuration de 
la siderurgie allemande apres le Traite de Ver-

sailles, Metz, 1973. p. 233. 
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任命した所以もそこにある。

そこで以下，われわれは産業諮問委員会に対

する報告におけるキャルリオズの主張内容を解

析していこう。彼はこの前文で次のように述べ

ている。 「フランスにおいて，約10億フランの

資本に利益を生み出し，年 67,500万フランの

完成品を生産し，製鉄工場に 70,000人そして

鉱山に 20,000人を雇用し，約2億フランの石

炭，コークスと 6億フランの鉄鉱石を消費する

産業，それが栄光のフランス製鉄業の全体像で

ある。 この重要性になお次の事実が付加され

る。つまり鋼はあらゆる形態のもと他の大部分

の産業部門の原料となり，すべての産業に欠く

べからざるものである。それ故，フランスの繁

栄，商工業の活力は絶対的に製鉄業に依存して

いると言うことには， 何の誇張もない。」 しか

し一方でこのフランス製鉄業が重大な脅威にさ

らされようとしていることが確認される。 「ア

ルザス・ロレーヌのフランス領への復帰によっ

て，フランス全体の粗鋼生産量は， 2,285,000 

トンが加って年7,400,000トン近くに達するで

あろう。 これはフランスの平常の需要を50バ

ーセントだけ超過していることになる。だから

フランス製鉄業の主要関心事は生産することで

はなくて，生産物を利潤を生む価格でいかに販

売するかである」という。キャルリオズは，

この展望に関して重要な主張を付け加える。過

剰生産はフランス国内市場の争奪を生産者間に

強制し，規模集績の利益を享受出来ない小企業

に破壊的な価格の下落を必然化させる。この大

企業による小企業の領域への侵入という市場構

造に規定されたフランス製鉄業はその地位低下

を余儀なくされるであろう， と言う。要する

に，キャルリオズは過剰生産，競争の拡大下に

おいてもいわゆる非競争可能企業の消滅を認め

第46巻第4• 5号

ず，大企業と多数の中小企業の共存共栄に基づ

くフランス製鉄業の拡大発展を目論んだのであ

る。これは産業と政策の直結，産業構造の大型

化・中央集権化によるフランス製鉄業の再編成

を構想するクレマンテル個人の意見とは若干二

ュアンスを異にするが， しかしキャルリオズ報

告の最大の目的は，一方で大企業の出現（中小

企業の消滅）に社会の利益とし一定の承認を与

え他方でトラストの形成を拒否した 1900年当

時のキャルリオズの考えを修正し，精緻化し，

中小生産者の消失過程を経ないフランス製鉄業

の発展の道を探究することであった。

では，彼が構想するフランス製鉄業の発展の

道及びその方法は，具体的にはどのような内容

をもち，その実現へいかなる媒介を必要とした

であろうか。

キャルリオズは次の側面をもつ理想型の製鉄

工場を描いている。それに依れば， 「1年を通

じて同型の鋼塊しか生産せず，圧延ローラーの

均一の軌道で同一形状しか圧延加工しないエ

場そして機械，設備を最少限に減らし同じく

労働力を最少単位に整理し同一同種の労働の無

限の反復がもたらす熟練，器用，迅速によって

資本生産性と労働生産性が最大限に押し上げら

れる工場，その生産物の原価は最低となろう。

そこで，われわれの到達すべき目標，それも最

も接近可能な目標は，必要な限り遠き将来まで

技術的価値と耐用年数の永い機械装置をもち，

同時に少ない労働力でもって，そして全く仮定

であるが，多種生産工場の費用よりもずっと低

い経費による最高の生産，この生産体系を最適

かつ完全に利用でき，最大の改良そして同時に

最低の原価を実現できる工場である。」

産業諮問委員会では，生産の規格化(stand-

ardisation)と連関したこの理想の専門化工場
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案は実現性に乏しいと判断された。その理由と

して，①多種少量生産から少種大量生産への生

産体系の基本的変容は仮に新規設立工場には可

能であるとしても既存の工場では，新規の設備

投資に要する膨大な出費は企業経営の存立自体

に重大な影響を与えること。②多品種商品の生

産者による直接取引を主体とする従来の製鉄業

における商慣習との軋礫が大き過ぎること，の

2点が指摘された。だが，キャルリオズは「こ

の生産の専門化は同種産業部門の企業間の協

定の中に，商業的次元の困難を克服する手段を

見い出すことが出来る」4) として，産業諮問委

員会の意見より進めて，戦後がフランス製鉄業

にもたらす国際状況は，原価引下げ競争とそれ

に規定された工場の専門化を強制的なものにす

ると認識し， 「工場の専門化は，すべての製鉄

業者間の予備的な協定によって大いに促進され

る。しかもこの協定は共同販売組織としてのコ

ントワールにおいてしか実りある凝結を見い出

すことは出来ない」と結論している。

では，アメリカにおけるトラスト， ドイツに

おけるカルテルなどのアンタントの国際的拡大

傾向下で，フランスのとるべき産業発展の道と

して，キャルリオズによって提唱されたコント

ワールには， どのような内容規定が含まれるの

であろうか。それは，まず第 1に， コントワー

ルは同種商品の生産者が一定の契約に基づき商

品の販売を共同して行なう組織体である。第 2

に，コントワールは生産者自身によって構成さ

れた人的あるいは資本的会社形態をとり，生産

者はコントワール経営に直接参加すると同時に

自己の生産物の全部を契約によって会社に販売

4) Arch. Nat., F12 8060. Travaux du Comite 

consultatif des Arts et Manufactures, VI. 
Le Developpement du machinisme et la 

specialisation des usines. 

する。その結果， コントワールは契約工場の生

産全体の所有者となり，かつ唯一の商品販売者

となる。かくして，キャルリオズは戦後のアン

タントとして，戦前フランス製鉄業におけるア

ンタントの唯一で完全形態たるコントワール，

とくにロングウィ・コントワールの基本性格を

有し，その規模の拡大する形態を構想したと言

える。しかし， この構想の実現化を図るために

は，戦前フランスに広く流布していたコントワ

ールに対する批判， とりわけコントワールは価

格騰貴の促進要因となるという消費者側からの

批判，及びコントワールがその関係産業部門の

発展に障害となるという批判に説得的な回答を

与える必要があった。そこでまず彼は第 1の批

判の反証として，フランスにおける鋼相場の推

移を例示した（表4)。

キャルリオズが I型鋼コントワールの監督官

の地位に在り最も説得的な例として挙げたこの

表から，われわれ自身，次の結論を引き出すこ

とが可能である。すなわち， 1896年の I型鋼コ

ントワールの設立時より 1914年までに，コント

ワールは I型鋼を 100kg当り 15フランから

19フランの間で販売している （変動率26.7

％）のに対し，他方パリの自由市場での価格の

変動は93.5%に達している。 しかも常に I型

鋼の価格は自由市場での鋼価格より低い。 こ

の事実はコントワールが販売機関であっても，

<pool〉, <corner〉などのように買占手段

として機能するのでなくて，販売価格の調整・

抑制機能を果すことを示している。更にこの機

能を証明するのに，われわれが前節で分析した

ロングウィ・コントワールが 20世紀初頭に実

施した売買契約変更と同様の措置が看取され

る。 1899年から 1900年にかけての一時的価格

高騰の時期， コントワールはその I型鋼の売買
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表 4 フランスにおける鋼相場
(100 kg当りの価格：単位フラン）

I 型鋼 自と一鋼由市場での鉄 薄鋼板

年代
商車込ーコ（人価パ輛ルみン積渡格かへリト） のみワらし商消格の人販費売か者価へら

パ消価費格リ者の商へ人の販か売ら 商消格の人販費者売か価へら

鉄鋼

1896 15.00 16.02 15. 19 

1897 16.37 17.47 16.49 

1898 16.50 17. 16 16.02 

1899 17.61 23.09 22.34 26.67 25.32 

1900 19.00 24.14 26. 17 27.36 31. 85 

1901 17.13 18.09 16.86 20.29 29.40 

1902 16.03 17. 15 16. 17 19. 11 29.40 

1903 16. 10 16.94 15.55 17.83 29.40 

1904 15.81 16. 73 15.06 15.68 29.40 

1905 15.39 16. 73 15. 14 15.47 17.59 

1906 17.84 20.33 19.89 20. 19 21. 52 

1907 18.50 20.49 19.88 20.49 23.20 

1908 17.50 18.81 17.66 18.81 19.47 

1909 16.25 18.55 16.28 16.94 18. 16 

1910 16.25 19.39 16.90 17.64 18.49 

1911 16.50 19.43 16.85 17.20 19. 79 

1912 17.91 21. 56 20. 77 20.37 24.92 

1913 18.50 24.02 20.98 20.82 24.86 

1914 17. 75 20.82 18.05 17.98 19.60 

典拠： Arch,Nat., F12 8049, Etude de l'organ-

isation de la production fran9aise 

apres la guerre. Rapport de J. 
Carlioz. Tableau etabli d'apres les 

indications puisees dans les jour-

na ux; l'Ancre de Saint-Dizier, La Meta-

llurgie, l'Usine, etc. 

契約を23.50フラン (100kg当り）で締結し

ていたが，実際にはいかなる売買契約もこの価

格で実行されなかったのである。つまり価格が

低下するや否や， コントワールは自主的に契約

価格を20.50フラン， そして大部分について

17.75フランに戻したのである。 それで，表4

が示しているように， 1900年の平均の販売価格

は 19フランでしかなかったのである。

第 2の批判に対し，キャルリオズは，アンタ

ントの諸々の具体的形式の中でトラストこそが

第 46巻第4• 5号

この批判の対象となりえて， コントワールはそ

の対象にならないとした。その説明に依れば次

の通りである。

唯一で絶対的権限を有する管理委員会のも

と，すべての企業の経営権を結合するトラスト

は各企業の個体性，自由，イニシャチーヴを奪

ぃ，個を考慮せずに共有体の利害に従って，一

方を閉塞させ，そして他方を発展させる。又，大

きな進歩を実現出来るが，濫用も出来る。この

両極端を大きな割合で可能にするのがトラスト

である。他方で，トラストは参加企業のそれぞれ

から生産設備や生産方法の相対的に優れた部分

を取り上げ，すべての企業にその利益を享有さ

せることが出来る。しかし，市場の支配者なる

トラストは経費節約のために生産設備のあらゆ

る更新に対立出来る， こう言うことがより正確

である。現に， トラストは諸々の発明の特許権

を買占め，その実用化によって高価な設備を更

新しなければならない事態を防いでいる。 トラ

ストはすべての工場の支配者だからそれが可能

である。しかるに， コントワールは参加企業の

販売代理店でしかありえず，生産技術管理にい

かなる行為も及ぼすことは出来ない。コントワ

ールの社員は自己の判断に基づいて自己の企業

にいかなる生産設備・方法を導入しようとも全

く自由である。しかも，ここでは技術革新が必

然化される。というのは，参加企業にコントワ

ールより支払われる価格は，原則として同一商

品同一価格であるために，各企業の利潤の増大

のためには技術革新によって自己の生産物の原

価引下げの方法しかないのである。また逆に，

各企業の技術革新への努力が可能なのは， コン

トワールが参加企業に多くの自由を与え，生産

物販売に関する物質的・精神的負担を取り除い

ているからである。
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ところが第1,第2の批判に対するキャルリ

オズの回答を聞いたわれわれは，コントワール

が多くの生産者，産業界と同じく消費者そして

国家にも一定の利益を与えるという，原理的に

国民的利害に即したアンタントの一形態である

という結論に導かれるとしても， それがいわ

ば，広汎な国民的合意のもとに成立した組織で

はないという事態に遭遇する。すなわち，戦争

前夜のフランスに存在するコントワールの絶対

数が少ないこと，とくに生産者間の諸協定の共

同組織（専らコントワールの形態）が高い進展

度を示していた製鉄業においても， ロングウィ

・コントワール及び特に鉄道建設資材に重心を

置く鉄鋼製品輸出コントワール，以下ロングウ

ィ・コントワールがその創立に寄与した I型鋼

コントワール(1896年設立），車体•発条コント

ワール(1896年設立），車軸コントワール (1892

年設立）しか見い出されえない5)。 これに対し

て，キャルリオズは，その原因がフランスに固

有なものであり，それを取り除くことが戦後フ

ランスの産業政策の重大な課題であると断言し

て，その興味ある原因解明を試みている。

まず第1に，企業経営者自身に由来するも

の。彼らがコントワールに参加することになれ

ば商業上の自由・独立の永い習慣を放棄しなけ

ればならず，企業経営者と取引先の関係が，そ

れまでの直接的・人的なものからコントワール

を介在した間接的・物的なものに変容し，匿名

の商品供給者としての地位に帰することに対し

て生産者の抵抗が執拗であった。更に，存在基

盤が社会的に明確でないコントワールに参加

後，それが解体した場合，従来の商慣習に回帰

する可能性があるかどうかに対し，生産者は常

5) Et. Villey, op. cit., pp. 157-158. 

に疑問を抱き続けている。

又，参加コントワールにおいて，実現された

利益が社員に平等に分配されるのかという感

情，言うなれば非常に人間的で普遍的に感情が

生産者に付きまとっている。

そして製鉄業は増々，株式会社の経営形態を

とり，所有と経営の分離が一般化している。こ

の事は企業経営者が必ずしも工場等の所有者で

はなく，自由な採量権を有していない経営者は

取締役会に対し責任を負い，そこで自己の会社

を現存するコントワールとの契約関係に置くこ

とに躊躇する（経営の慎重・保守主義）。又，コン

トワールが存在しない場合， コントワール形成

のイニシャチーヴをとった経営者は，自己の企

業が同じ産業部門の中で相対的に競争力に乏し

く，そのためコントワールの唱導者となる必要

を感じているという印象をライバル企業経営者

に与える危険があると思っている。以上のこと

が経営者にコントワールの効用•重要性と必要

性を心理的には感得させながらも，現実的には

イニシッチーヴをとることに躊躇させる， とキ

ャルリオズは分析し， 「国家自身がそのイニシ

ャチーヴをとらなければならない。国家のみが

，その真意を偽ることなく，それが出来る。し

かも，これは差し迫った問題である。というの

は， ドイツは戦前のカルテルを拡下発展させ，

強力な原料購入カルテルを創立することで，軍

事戦争に引き続き経済戦争を熱心に準備してい

るからである」と結んでいる。ここに，産業経

営における「革新」の担い手としての国家が登

場するのである。

第2の原因は，顧客＝一般大衆から生じる。

コントワールとは顧客にとって，その商慣習を

混乱させる組織である。つまり，商品の購入者

は， 自己が隣人よりも商取引に熟練し， 生産
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者をお互いに自由競争下に置いて，より安価な

生産物を手に入れることが可能であると考えて

いる。 このような思考様式をもつ顧客は， す

べてに対し同一の基本価格で商品を納入するコ

ントワールに共感しえない。そして一般大衆も

コントワールの経済的役割を十分に知ることな

く，それをサンディカ，謀議あるいは買占＝投

機と同義的に把えている。

第 3は， 国家に起因］する。顧客＝一般大衆

にコントワールに対する先入観を与えた責任

は， コントワールに関する固有の法制を確立す

ることなく， 19世紀初頭の穀物買占業者に対す

る立法措置を不当に適用させてきた国家にあ

る。すなわち，国家も，一般大衆と同じく，コン

トワールに対して先入観を抱いていたことにな

る。又，それによって， コントワールはその結

成，活動そして拡大を秘密裏に進めることを余

儀なくされたのであるという。この認識に立っ

て，キャルリオズは「この法制下では，生産者

は敢えて取引上の種々の協定を締結しようとし

ない。それは， 実際には立法化されなかった

が，政治家がそれに適用しようとする法の厳格

さに危惧を覚えているからである。だから，政

治家，立法者，行政官に対し， コントワール組

織の真の存在は何であるか，そしてそれが生産

者の危険な共同行為ではないことを理解させる

こと，それがわれわれに必要な義務である」と

確信している。

かくして，キャルリオズは近代フランス社会

に規定された企業経営者，一般大衆及び政治家

の価値観・心理状態が経済実態の在り方に相応

することなく， 19世紀初頭のそれと同じ段階に

あるとして，それをコントワールが国民的合意

を得るに至っていない主要原因と判断したので

ある。だが現実には， コントワールがその発展

第 46巻第4• 5号

に重大な障害要因の存在にも拘らず，特に製鉄

業に設立されていることは，そしてロングウィ

・コントワールの場合にみられる組織としての

永続性は，この組織が不当で法外な利益追求を

目的とする手段ではなくて，その産業部門に不

可避的な経済合理的目的に即していたことを示

す証左の一つであろう。キャルリオズも戦後フ

ランス製鉄業にコントワールの必然性を展望し

た。 「コントワールは戦後も増々その不可避性

を高めるであろう。何となれば，鋼の過剰生産

が大規模化し，その販売は低水準の価格設定を

強制化する。しかし，この販売価格の抑制は原

価引下げの結果でしかありえず，又この原価引

上げは生産物及び機械・装置の規格化と，工場

の専門化を必要とする。この二つの条件を完全

に実現出来るのは，生産者間の協定を措いてな

い」と。

(2)産業諮問委員会の結論と政策提言

産業界と政府の関係強化を図るために，近代

的な経営者団体の組織化を準備するクレマンテ

ルは，その創設に着手する前に，キャルリオズ

にその予備的研究を命じている。その研究成果

は「LesAssociations industrielles et com-

merciales」6) というテーマで産業諮問委員会

において報告され，それに基づき産業諮問委員

会は，キャルリオズの製鉄業に関する前述の報

告書と併せて，戦後フランス産業の再編成＝戦

争経済から平和経済への再建過程における種々

のアンタント，経営アソシアシオンの在り方に

関し総合的な検討と結論を行なっている。われ

われは，産業諮問委員会の結論を，クレマンテ

ル個人が首相（兼軍事大臣）宛に送った重要

6) Arch. Nat., F12 8060, Travaux de Comite 

consultatif des Arts et Manufactures, VII. 
Associations industrielles et commerci-

ales. 
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な書簡”の内容と比較しつつ，その解析を試み

る。

まず産業諮問委員会は戦後フランス経済にお

けるアンタント，経営アソシアシオンの必然性

について以下のような認識に達していた。戦前

フランスには，キャルリオズが指摘した三つの

要因がアンタントの形式に障害となっていた。

しかし戦争によって促進されたアンタントの一

形態コンソルシオム（Consortium)一一国家

の絶対権に基づき輸入を集中的・集団的に実施

し生産物を均等に分配するという直接的目的を

有していたコントワールの特殊形態ー一の戦後

への存続は不可能であったとしても，それは戦

後の困難克服への重大な契機となることを展望

している。すなわち，戦中の「上から」推進さ

れたアンタントは企業経営者，一般大衆の意識

を変革させ， 戦後に彼らの自発的意識による

「下から」のアンタントの形成を促進させるこ

とになるからであるとした。しかしァンタント

の発展及びその関係者の意識変革過程におい

て，生産者の共同行為を禁止する法律条項を廃

止し，その団体が法認組織となるために新しい

立法措置が早急に採られなければならないとし

た。又，戦後のフランス産業は，対内的には設

備投資の立ち遅れ，労働力問題及び労働運動の

高まり，そして財政再建のための新税問題など

の多様な問題を抱え，対外的には国際的な保護

主義強化の動きの中で外国との競争激化に寵面

しなければならず， このような不安要因に取り

巻かれたフランス産業に大きな経済活動を保証

しうるのは，一つの原理，つまり外国の競争に

7) Arch. Nat., F12 8062, Lettre de E. Clemen-

tel, Ministre du Commerce, de l'Industrie, 

des Postes et des Telegraphes, des Tran-

sports maritimes et de la marine march-
ande, au President du Conseil (ministre 
de la Guerre), 29-Ill-1919. 

対しフランス産業界が合同して抗することであ

るとし， 「軍事的徴兵と同じ性格で一種の産業

的徴兵 (conscriptionindustrielle)を受け入

れなければならない」と産業諮問委員会は主張

した。

では委員会が産業的徴兵と形容したアンタン

トに関して，われわれはその形式と役割，及び

そこにおける国家の役割の視点から考察を加え

なければならない。

① ァンタントの形式と役割

産業諮問委員会は戦後のアンタント，経営ア

ソシアシオンの形式を探求するのに，その大原

則として，それがフランス経営風土に出来るだ

けよく適合する形式を選択しなければならない

とした。ダンビング政策をとるドイツの厳格な

カルテルやアメリカのトラストはフランス産業

には醸成されえないし，況して消費者の利害と

結びついたフランスの世論とは相い容れない。

それ故，サンディカの運動の過程で， ドイツの

ように帝国政府及び巨大企業の圧力のもと，

{Z wangssyndizierung〉の原理が確立して

いったのに対し， フランス，すなわち産業小分

割 (morcellementindustriel)の国では，こ

のドイツの体制は小企業の大企業による吸収，

あるいは消減に結果することになる。 ところ

で，微小でさえ国のあらゆる諸力を活化させ，

維持することは国民的利益に結びつく。という

のは，これらの小規模企業はフランス的特性に

固有な発明，探究精神を保有し，相互に破壊的

な競争関係もなく逆にそのうちに自己の経営努

力を統合するようになる。それは，特に原料購

入と製品販売に関して高まる困難を克服する目

的で自発的に自己規制した結果である。こうし

て成立したアンタント，あるいは経営アソシア

シオンは，今度は，その目的の一つとして，充
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分な経営手段を有しない企業に関して，それら

を消滅させるのではなく，逆にそれらを救済す

るために必要な手段と助言を与える。以上の理

由を指摘した産業諮問委員会は， トラストは勿

論のことドイツ型の強制カルテル＝「上から」

の経済のサンディカ化の形式を拒否する。

この産業諮問委員会の結論に関して，われわ

れは若干の問題点を指摘出来るであろう。それ

は，この結論とクレマンテル個人の構想の間に

は若干の相違点が見い出されることである。ク

レマンテルも， フランスに発展しうる生産者サ

ンディカは組織としての活力を得るために生産

者自身の自由意思に基づく原理によって構成さ

れなければならないとし，生産者個々のイニシ

ャチーヴの高次の形態こそが集団のイニシャチ

ーヴに他ならないとした。そして彼はフランス

の生産者に対し，当時の開明的プルジョワジ一

に受け入れられていた H.Bergsonの思想8)

を十分に黙考すること求めて言う， 「自由はエ

ネルギーの偉大な源泉である。しかしそれは個

々の意思が秩序立って共通の目標を則るという

条件下である」と。要するに，クレマンテルは強

制に基づくアンタント，サンディカのフランス

導入に反対しているが，小企業の吸収・消滅に

ついては産業諮問委員会のように，その回避と

小企業保護に国民的利益を見い出そうとする態

度は少しもない。 Bergsonの哲学に基づく自由

なアンタント，サンディカの形成はフランス経

済の大型化，中央集権化に適応しても，分散的

小企業はそれに対立する存在でしかなかったの

である。また現代のある論者は，産業諮問委員会

が戦後フランス経済の新しい状況のためにアン

タントという形で従来の支配的産業組織の改変

8) H. Bergson, L'Energie spirituelle, Paris, 

1920. Chapitre I. 

第 46巻第4• 5号

を提唱したが，その具体的形態としてトラスト

やカルテルでなく，小規模分散性を特徴とする

フランス経営風土に適合する形態が求められて

いるが，それは一つの論理矛盾であると言い切

っている 9)。 しかし，われわれは既に次のこと

を知っている。産業諮問委員会が構想したアン

タントの具体的形態とは，生産の集中を伴なわ

ないコントワール，戦前の製鉄業におけるロン

グウィ・コントワールの発展形態であり，それ

故に， 経済学上の厳密な意味での独占体でな

く，それが戦後のフランス経営風土とどの程度

の現実矛盾をもっていたのかという別の次元の

問題が残るが，産業諮問委員会のくクレマンテ

ル調査〉における役割が戦後の産業政策の一指

針を示すということであれば，その矛盾は戦後

の経済体制下の産業再成編の過程で新しい高次

元の産業政策を必然化させ，その実現を可能に

するであろう。

⑨ 政策主体としての国家

産業諮問委員会はアンタントを「強制」obli-

gatoireではなく「自由」 libreの形式にする

が，国家にその監視権を残すべきであると考え

た。というのは国全体の代表たる公権力はアン

タントがその権利の濫用と消費者の権利の侵害

行為を及ぼさないように監視する，換言すれば

個別的利益によって侵害される恐れのある全体

の利益を保護するのに資格を有する唯一の権力

であると考えたのである。だが一方で産業諮問

委員会は強く主張する。企業経営者はこの国家

の介入がアンタントの原理そのものに危険な存

在とならないように，そして又その管理運営に

まで拡大浸透しないように注視しなければなら

ないとした。そのための方策としてアンタント

9) CI. Pailla t, Dossiers secrets de le France 
contemporaine, T. I. 1919: Les Illusions de 
la gloire, Paris, 1979. pp. 219-220. 
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の具体的共同組織が株式会社形態をとり，国家

の権利を監査役の選任権に留めることを提唱し

たのである。

一方，クレマンテルの書簡は国家の役割にそ

れとは若干ニュアンスの違う規定を与えてい

る。すなわち，アンタントの具体的形態を株式

会社形態にすることは同じであるが，それは国

家の過度な介入を防ぐためではなく，公権力に

よって承認を受けた定款をもつ公示団体である

株式会社はそれ自体の機能としてアンタントの

権利の濫用を自己規制出来るからである。だか

ら経営アソシアシオンの経営リスクに参加しな

い国家は，その管理運営自体に介入すべきでな

いが，国家が国内の諸力，消費者全体の代表で

あるという性格上，集中化された組織，生産諸

カの集合体に対し監督権をもつべきであるとし

た。だがクレマンテルは，国家の役割をこのよ

うに受身的にしか把えているのではない。彼は

アンタントに関する一般企業経営者，大衆の啓

蒙活動を担うのは国家であることを確認し，更

に次のように明言している， 「商工業者は国の

活動を全体の利益にとって最も有利な方向に導

かなければならない。種々の生産部門や商業部

門に不可避的に生じる競争の合法的調停者とし

て，商工業省は工業家，商人及び彼らの代表団

体に対し，個々の行動を管理する目的の全体的

プランを提示しなければならない。それは個々

の行動が国家の行動に足枷になるのでなく逆に

促進要因となるよう教唆するためである。」 産

業政策に関する審議・立案機関としての産業諮

問委員会と，ある政治的現想を掲げ，その政策

の遂行責任者としてのクレマンテルとの意見の

ニュアンス上の相違が存在することは当然視さ

れるべきものかもしれない。しかしアンタント

の国民的な形成•発展のためには，国家の一定

の「援助」が必要であることには，意見の一致

がみられ， 具体的には， 商業的目的をもつ協

定， とくに商品販売コントワールに関する法制

の改革が早急に着手されるべきであるという共

通の認識に至っていることは注目すべきであろ

う。

III アンタントに関する法制

(1) 1810年刑法419条

アンタントに対し実効的支配を及ぼしていた

のは， 19世紀初めから 1世紀以上の間，不変の

ままであった刑法419条である。以下は，その

条文の原文＂である。

Tous ceux qui, par des faits faux ou 

calomnieux semes a dessin dans le pub-

lie, par des suroffres faites aux prix que 

demandaient les vendeurs eux-m~mes; 

par reunion ou coalition entre les prin-

cipaux detenteurs d'une meme marchan-

dise ou denree, tendant a ne pas la ven-

dre ou a ne la vendre qu a un certain 

prix, ou qui par des voies ou des moyens 

frauduleux quelconques, auront opere la 

hausse ou la baisse du prix des denrees 

ou marchandises,. des papiers et effets 

publics au-dessus ou au-dessous des prix 

qu'aurait determines la concurrence na-

turelle et libre du commerce, seront pu-

nis d'un emprisonnement d'un mois au 

moins, d'un an au plus et d'une amende 

de 500 francs ・ a 10, 000 francs. Les cou-

pables pourront de plus Hre mis, par 

l'arrH ou le jugement, sous la surveil-

1) Code penal de 1810. Bulletin des Lois de 
l'Empire fran9ais, Paris, 1810. 
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lance de la haute police pendant deux 

ans au moins et cinq ans au plus. 

訳例〔公衆の間に故意に弘められた不正事実，

中傷的事実，商品販売者自身が要求した以上の

有利な購入申込み，販売しようとしないあるい

は一定の価格でしか販売しようとしない同種商

品・産物の主要保有者の合議あるいは共同行

為そして又何らかの欺睛的方法・手段によっ

て，産物あるいは商品の価格，証券そして公債

価格を取引の自然かつ自由な競争が決める価格

よりも高くあるいは低く操作したすべての者

は， 1ヶ月以上1年未満の禁錮かつ 500フラン

から 10,000フランの罰金刑に処せられる。

有罪と宣告された者は，裁判所の判決あるい

は判断に従い， 2年以上5年未満の間，上級警

察の監視下に置かれる〕

以上の規定を字義通りに解釈すれば， 1810年

刑法419条の適用範囲はかなり広いことにな

る。というのは，それは自然で自由な競争の結

果でない利益を得る目的で遂行されたすべての

市場行為に介入し，多くの（売買）契約を裁判

に委ねることが出来るからである。 そして419

条は自然で自由な競争を阻害する不正行為（手

段）として，特に不正事実の吹聴，より有利な

価格での購入申込み，合議あるいは共同行為を

指摘したのである。

だがわれわれがここで留意すべきことは，立

法者の基本的意図がその時代的背景から生じて

いる点である。すなわち，絶対王制末期からフ

ランス革命期にかけての飢饉や経済的危機の原

因の大部分を買占業者に求めたフランス民衆の

運動のエネルギーは，なお立法者の記憶に生々

しかったのであり，あらゆる買占＝投機に対し

厳しく処し，同時に革命によって破壊されたジ

ュランド制，親方制（上層ブルジョワジーによ

第 46巻第4• 5号

る団結の回帰）の復活を阻止することが法制の

重要な骨子とならなければならなかった。それ

故に， 419条が対決していこうとするものは，

買占業者，投機業者それにフランス民衆を飢え

に導く商人＝高利貸であって，共同行為自体は

上の違法行為者によって利用された一手段でし

かなく，処罪の対象としては副次的でしかなか

ったはずである 2)。 しかし 419条の条文の中で

は， accapareurs（買占業者）という表現が明

示されることなく，共同行為が違法行為そのも

のとなる。ここに， 419条が経済実態との関連

で歴史的に議論の対象となってきた主因がある

と考えられる。要するに，フランス革命の余韻

の中で制定された刑法419条が，経済的自由を

あらゆるアソシアシオン，共同行為を禁止する

ことによって得られる産業の自由としてしか規

定しなかったことは，社会的にそして経済的に

重大な問題を表面化させることになる。 19世

紀を通しての経済的富の拡大，その具体的局面

としての市場の国際化，資本と生産の集績・集

中，有価証券の経済活動に占める比重の増大な

どは部分的にはこの経済的自由に起因してい

る。しかし，産業の発展が進めば進む程，この

自然かつ自由な競争による二重の幣害も認めな

ければならなかった。社会問題の次元におい

て，それは賃金の過度な引下げと経営者が一方

的に提示する労働条件を受け入れることを強制

される労働者の貧困をもたらし，その反動とし

て，法的に禁止されていようとも現実において

労働者が団結し組合を結成することを可能にし

たのである。さらに商工業にとっても， この経

済的自由の幣害が拡大する。機械化の普及・拡

2) Arch. Nat. F12 8049. Etude de l'organisa• 
tion de la production franc;aise apres la 
guerre: la siderurgie par J. Carlioz. Ann• 
exe XLII. 
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大，及び際限のない競争から生じる周期的な過

剰生産は商品価格の過度な低下を導く。これも

結局のところ，産業全体の破滅を避けるためと

して，商品の生産及び販売における資本，知識

それに諸経済活動のアソシアシオン，国内的次

元にとどまらず国際的なアンタントを求める。

かくして社会経済構造が労働の側にしろ，資

本の側にしろ種々のアソシアシオンの出現を必

然化していくことは， 419条の原理が歴史的に

現実とは増々乖離していくことを意味し，その

結果，法制の側が経済実態に即応していくこと

を迫られる。

例えば， 1864年5月25日の法” は， 賃金

相場の混乱を目的とする雇主間の共同行為の

禁止条項（刑法414条）と，協議に基づく

労働の停止に存する労働者の共同行為の禁止

規定（同法415条）を廃止した。 1884年 3月

21日の法4) は， 経済利害の研究及び防衛を目

的とする職業組合 (Syndicatpropessionnel) 

の形成を認めた。この戦業組合とは，企業の生

産活動に関係なく，社会経済問題一般，それに

共同に基づく解決が各参加企業の生産方法の飛

躍的発展を可能にするような諸問題を研究し，

その解決案を提示する目的で組織される生産者

の団体である。それ故に，それは個々の生産体

系の改善と，より完全な効率化の機関としての

役割を果す。ところで，特定の生産あるいは販売

形態の使用を固有な目的にもち，生産体系ある

いは産業組織の旧来の基礎を変革する機関たる

アンタント（→経営アソシアシオン）とは，法

的にも理論的にも区別されるべき組織，それが

職業組合である。しかし実際には，この二つの

3) Loi du 25 mai 1864 qui modifie !es articles 

414, 415 et 416 du Code penal. 
4) Loi relative a la creation des syndicats pro/es-
sionnels du 21 mars 1884. 

集団行為の両面を境界線が辿ることは必ずしも

容易ではない。確かな事実として言えること

は， 1884年法は，刑法419条に明確な表現でそ

の修正を迫ることなく共同行為に関する禁止規

定を存続させたが， しかし生産者に条件付では

あるが共同行為に対する権利（生産者の「団

結」権）を与え，アンタント（→経営アソシア

シオン）の社会的・法的承認への展望を可能に

した。 「1884年以前は，この規制（刑法419

条）のかなり厳格な適用の方向が普遍化してい

た。……しかし 1884年以降になると， 有罪の

判決が依然として指摘されるとしても，ァンタ

5) F. Braudel et E. Labrousse, Histoire eco-
nomique et sociale de la France, IV. rer vol. 

Paris, 1979. p. 248.尚， 1984年以前にアンタ

ントに対し， 419条を適用した主なる判例は次の

通りである。
01838年 Fabricantsde soude de Marseille 
(Aix 27 juin 1838) 

01841年 Bouchersd'Avignon (Cass. crim. 
3 juill. 1841) 

（以上， 法外な価格騰貴操作による 419条違
反）
01839年極端な低価格設定による 419条違
反 (Cass.crim. 9 aout 1831) 

01879年 Unionsfranraises des f abricants 
d'iode (Cass. req. 11 fev. 1879) 

（高価格維持操作による 419条違反）

1884年法外後，アンタントが合法とされた判例は以
下の通り。
01890年 Unionge戒ratedes phosphates de 
chaux (Trib. corr. Seine 10 nov. 1890) 

01894年 Associationdes f abricants de cera-
mique (Grenoble 1er mai 1894) 

01896年 Eauxminerales (Lyon 21 avril 
1896) 

（以上の 3例は，同一職業の経済的利害の防

衛という視点による共同行為を法認された）
01890年 Soci艇 desMetaux-Secretan (Tr-

ib. corr. Seine 5 a out 1890) 

（同じ管理運営のもとに，商品の独占あるい
は集中の例）

01900年生産者の間の販売コントワールの

構成の仮設に対して。
(Bordeaux 2 jan. 1900) 

01902年 Comptoirde Longwy, (Trib. Br-

iey 14 fev. 1902 et Nancy 29 nov. 1902) 

ーこの問題は，本節で展開される。
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ントの承認の判断が増々多くなる」5)。つま

り，刑法419条が不変のままで，現実の判決は

経済条件に適応する方向に進化するのである。

しかし言うまでもなく，裁判は使命として法

解釈の厳格性を要求される。そのためアンタン

トに対する寛大な判断の正当性が判決理由書の

文言の中に論理的な形で見い出されなければな

らなかった。その方法として，アンタントをく

悪質なもの〉とく良質なもの〉に二分する努力

（幣害罰則主義の原則の適用）が常に続けられ

たのである。前者は支場市配と同種生産部門の

独占化をその目的とする。それは正常価格を混

乱させ，特定の利益の増進を図るものであり，

公共に対し危険な存在として位置づけられる。

それに対して，後者は工業家あるいは商人が共

同行為，とくに生産制限又は最低価格の決定に

よって，過度な競争がもたらす危機的状況を回

避する目的の防衛的性格のアンタントであり，

商品の異常な価格を正常価格に変化させるもの

であり，有益な存在とされた。それ故，法はそ

れを禁止するよりも寧ろ優遇すべきであるとさ

え主張されていく。とくに20世紀にはいり，国

民的規模のアンタントに関する事件が契機とな

り， 防衛的目的の経営アソシアシオンの多く

が， 419条を適用されずに法認されていく。そ

の代表的事件として，われわれは，ロングウィ

・コントワール事件を取り上げなくてはなるま

し‘
゜
01901年 lesSalines de l'Est. (Trib. Besa-

nc;on 9 mars 1901) 
01908年 desfabricants d'allume-feu(Paris 

7 mai 1908) 

(Comptoir de Longwy と同じ原理の共同

行為）
R. Plaisant et J. Lassier, Les Ententes 
industrielles sous forme de societes ou d'-
associations, Paris, 1955. pp. 12ー13. を参

照。

第 46巻第4• 5号

(2） ロングウィ・コントワール事件に関す

る判例

1899-1900年のいわゆる万博ブームは， それ

が加速化された産業の集中化現象に対する国民

的関心を喚起せずにはおかなかった。殊にロン

グウィ・コントワール事件の場合には，問題が

より厳しい言葉で提起され， コントワールが全

体として内部構造までも法的分析に委ねられた

からである。

銑鉄需要の例外的な程の高まりを見せた 18

99-1900年から， その反動として 1901―1902年

の不況期にかけて，ロングウィ・コントワール

はその取引先に対して銑鉄需要を満たすと同時

に，他方で売買契約の厳格な履行を要求しなか

った。具体的に言えば， 1899年， ロングウィ・

コントワールは銑鉄購入者と，燃料相場（とく

にコークス価格）に比例して銑鉄価格を取り決

めた売買契約を結んでいた。しかし一般に数年

の契約期間をもつこの形式の契約は維持されな

かった。コントワールは， コークスが高価格安

定している中で，銑鉄購入者が契約を継続的に

履行することは不可能であると判断して， 1901

年の初め以来， いわゆる連結売買契約を導入

し，銑鉄価格を引き下げる措置をとったのであ

る。この措置の必要性は， コントワールのすべ

ての参加企業によっては理解されず， Societe 

des Hauts-Fourneaux et Forges de Vil-

lerupt-Laval-Dieuが取引先との旧契約の完

全履行を求め，ロングウィ・コントワールを告

訴する事態に及ふ翌。 この事件で主要な問題と

なったのは，①ロングウィ・コントワールが取

引先と行なっていた売買契約の方式。つまりコ

ントワールが原則的に， 「自然で自由な競争」

とは別の基礎条件（コークス価格）に従って銑

6) 第 I節を参照せよ。
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鉄価格を決めていたこと。そして一担，この方

式の売買契約が締結されると，数年という長期

間，銑鉄価格は「自然で自由な競争」とは対立

して固定化されてしまうこと。②中央コントワ

ールと参加企業の法的関係。それに関連してコ

ントワールが， 419条違反の成立要件の一つで

ある商品保有者の多数性 (pluralitedes de-

tenteurs)を構成しているか否かの点， であ

った。この二点を中心に， 1902年2月14日の

Briey裁判所，同年11月29日の Nancy控訴

院の判断は， コントワールの内的構造を法律の

視点から分析するとともに，フランス経済体制

におけるコントワールの存在理由も判決理由に

加えている。そこに重要な意義がある。以下わ

れわれは，判決理由書からその主要な点を抽出

し吟味していこう。

まず Briey裁判所の判決理由書”から。

「取締役会は， コントワールの顧客に対し販

売価格の引下げに同意する権利を享有していた

が， しかし実際には絶対的必要に際してしか，

そして専ら参加企業のための顧客保持という

目的でしか，その権利を行使していなかった。

コントワールの目的は，その創立者によって構

築されたものと同じように，まず第一に，安定

的で忠実な取引先を保持することであり， Vil-

lerupt社が要求するように， もし顧客がそ

の履行不可能を宣言している契約の厳格性を強

要し顧客を激昂させ逃避させたならば， それ

は，このコントワールの基本目的と対立してい

たことになる。コントワールは同じく相場を調

整すること，そして，これらの譲歩が行なわれ

なかった場合に，かなり大量でかつ規約にかな

わない程になったであろう在庫を減少させるこ

7) Jugement de Briey du 14 fevrier 1902. 
Echo des mines et de la metallurgie 27 fevrier 
1902. 

との目的を有していた。」こうして Briey 裁

判所はコントワールの取締役会がとった措置を

完全に正当なものと認め， Villerupt社の訴え

を根拠無きものとして退けた。判決の歴史的意

義はこれに止らず，寧ろロングウィ・コントワ

ールに対しその組織体を違法な生産者のアソシ

アシオンと決めつけなかったこと，それにコン

トワールと参加企業の契約関係を合法性を承認

し，その法的性格を規定したことにある。以下

がそれである。

「原告の会社とコントワールの間に介在する

契約は，販売と同時に委託契約に相い通じてい

る。社員がコントワールに銑鉄を納入する。こ

れは社員が不定の代金支弘いについてコントワ

ールに対し債権を得たことを意味している。し

かし，各社員に帰属する価格は，コントワールヘ

の商品引渡しの際には決定されない。それはコ

ントワールによって第三者になされた販売の後

でしか確定しない。以上のことから，係争中の

当事者の間に締結された契約は，銑鉄の引渡し

及び商品の代金支弘に関し原告に生じた債権の

点で販売行為に通じるとしても，価格決定の点

で委託契約に等しいことになる。というのは，

この価格はコントワールによって実際に行なわ

れる販売行為によってしか決められないからで

ある。」

要するに， コントワールが単なる銑鉄購入者

ではなく，参加企業との間には，言葉の法律上

の意味での販売はなく，販売と同時に委託契約

が存在することを指摘したのである。

そして， 「ロングウィ・コントワールは，口

ングウィ盆地の主要な製鉄企業そして殊に Vi-

llerupt-Laval-Dieu 社を構成員とする一つの

サンディカである。その基本目的は全体の視点

に従って，そして適切に言えば大工業の生産全
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体の利益の視点で，参加企業の個別的活動を調

整することである」と結ばれている。

この判決理由書の一文は，生産者が一つの集

団的販売機関＝唯一の法人たる商社を形成する

ことには419条の適用範囲外であることを認め

たのであり，さらに419条が違法行為の一つとし

て，正常価格の決定を歪める商品の主要な保有

者の共同行為を想定しているので，ー地域ある

いは一地方の生産だけを代表するサンディカに

は原則的に419条は適用されないとした。フラ

ンス国内市場におけるロングウィ・コントワー

ルの占める割合はかなりの比重を示すという現

実があれながらも。

それに加え，これはコントワールと，その目

的について一般化されうる定義を与え，単にコ

ントワールのみならず，同じように防衛の精神

の中で組織された生産のサンディカ，産業的調

整の役目をするサンディカについても法認した

ことに意味があると思われる。

1902年11月29日の Nancy控訴院の判

決8) も Villerupt-Laval-Dieu社の控訴を棄

却した。その判決理由は Briey裁判所の判断

を基本としている。その主要箇所を紹介してみ

よう。

「…毎月末に，アソシアシオンの構成員は納

入契約に基づく生産物の量及び品質を表示する

送り状をコントワールに渡さなければならな

ぃ。ロングウィ・コントワールは，その定款に

従って，第三者にフランス本国，植民地及び保

護領で，厳格に規制された条件で，その社員に

よってコントワールの所有下に置かれた銑鉄を

販売することを主要目的としている。かくして

仮の価格は，まずその月の販売価格の平均に従

8) L'Affaire du Comptoir de Longwy, La 

Rがormeeconomique. 14 decembre 1902. 

第 46巻第4• 5号

って取締役会によって決定される。そしてそれ

は6ヶ月の末にしか， しかも消費者に渡された

銑鉄量及び納入生産物総量に従って計算された

後でしか，確定的なものにはならない。それ故

に， コントワールによって決定される銑鉄価格

は，一定期間を経た後でしか販売量の変動に応

じて最終的には定まらないために，未決定のま

まに置かれる。同じく重要なことは，銑鉄を納

入する義務は何らかの売買契約によって参加企

業に強制されるのではない。それは専らコント

ワールの定款から生じているのである。かかる

活動は， コントワールと社員の間に介在する販

売行為でなくて，彼らの法を形成する定款の中

で明示された当事者の意思によって創られた自

生的契約 contratsui generisを構成する。

かくして参加企業によって納入された銑鉄を準

備して， コントワールは諸条件を取り決めた売

買契約により，取引先に銑鉄を販売するのであ

る。」

この判決理由の一文によれば， コントワール

と参加企業の法的関係において，売買契約関係

の一切の存在が認められていない。 これは，

Briey裁判所の判断を厳密化，明確化したもの

に他ならないが，結果として，銑鉄価格の決定

あるいは変更に関して，両者の関係の要件の一

つにならないことを宣言しているのである。

Nancy控訴院の判決で特に興味を引くの

は，その判断が経済危機の認識に大いに関係し

ていることである。

「ロングウィ・コントワールの創設は，特に

生産を調整すること，過剰生産を回避し失業を

防ぐこと，可能な限りにおいて相場の極端で急

速な変動により起りうる製鉄業危機を予防する

こと，を目的としていた。 1900年を有名にした

繁栄期の後，鉄鋼製品の消費量の低下が急に顕
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著になった。それで， コントワールは非常に重

大な困難に直面していたということは確かな事

実である。コントワールの社員にとって有利な

売買契約， 比較的長期の売買契約を履行した

後， コントワールは顧客の非常に強い要求に

よっで悩まされていた。そして一定の抵抗を試

みた後， コントワールは銑鉄購入者の懇願に譲

歩することを余儀なくされた。それはある場合

には，現物取引に関し譲歩するとか，ある場合

には他の売買契約の期限を休止し，購入者に有

利な新しい条件，いわゆる連結売買契約に同意

することであった。」別の箇所には， 次のよう

な表現がある。 「コントワールは， 1900年から

1901年初めにかけて，本当に例外的な状況に

直面していた。すなわち，鉄鋼製品の価格下落

が，非常な高価格水準から真に突然生じた。し

かるに一方，高価格の継続性を予見して，消費

者は売買契約の締結の際，参加企業に非常に有

利な条件を受け入れていた。銑鉄購入者にとっ

て破壊的なこの条件の維持は， コントワールの

社員にとっても有害となったであろう。何とな

れば，それは彼らの参加するコントワールの名

声を傷つけ， まして近き将来において顧客の

離散を引き起こすからである。破産は，起った

ならば，法外な厳格さの結果であったであろう

し，従って繁栄は危険な製鉄業危機に結果し，

工場の操業中止を導いたであろう。それ故， コ

ントワールの構成員の殆どが全員一致で承認す

ることを躊躇わなかった若干の犠牲は，全く必

要に迫られての決意から出たものである。」

要するに， Nancy控訴院の判断は， コント

ワールが採用した顧客への譲歩を， コントワ

ール自身の利益追求目的から生じたものでな

く，長期的にみて参加企業の個々の利益を考慮

しての例外的ではあるが，必要な措置であると

した。しかも，この例外的で必要な措置は， 口

ングウィ・コントワールの創設時からの基本目

的，つまり防衛的目的とは少しも隔りが無いと

された。ここで明らかなことは， コントワール

が常にその属性として掲げてきた全体の利益の

追求とは， フランス製鉄企業の個々の利益を保

護するという意味と，国際的利害の中でフラン

ス製鉄業を保護するという意味を有していたこ

とである。結局のところ，フランス製鉄業，延

いてはフランス国民経済の拡大にとって重要な

組織と位置づけられたコントワールは， 刑法

419条の抑圧のもとに陥るどころか， その合法

性を称讃的な言葉で認められたのである凡

(3) 産業諮問委員会の419条改革案

現実の産業構造が個々の諸力の集中，つまり

アンタント，とりわけフランス型経営アソシア

シオンたるコントワールの必要性を増々高めた

にも拘らず，そして現実の裁判は，一般的に

419条の適用に寛大さを示したにも拘らず，

419条は存続した。だから， 419条の問題は，

経済発展の急速化とともに議論の対象となり，

そしてその改変ないしは廃止の運動を生み出し

て来たのである。既に，キャルリオズは産業諮

問委員会に対する報告の中で，例えば国立経済

拡大協会，あるいはパリ及びリヨン商業会議所

の419条の改革案10) を紹介しているが， 産業

9) 1912年6月18日の Aix裁判所の判決は，次

のように， 419条の問題について明確に述べてい

る。 「専ら生産の合理的組織化と生産物の販売条
件の可能な限りでの改善のために連合する工業家
に419条を適用することは，それを不当に拡大解
釈することになろう」 R.Plaisant et J. Las-
sier, op. cit., p. 13. 

10) 国立経済拡大協会の419条が420条改革案
Seront punis d'un emprisonnement de deux 
mois a deux ans et d'une amende de 1, 000 
a 20, 000 francs ou de l'une de ces deux 
peines seulement tous ceux qui, en agis-

sant soit isolement, soit de concert entre 

eux, et en employant des moyens fraudule-
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諮問委員会はこの両改革案を検討しつつ， 「世

界的規模の競争の圧力に直面して，同種産業部

門の企業経営者の連合が， 交易条件の改善と

同様に生産方法の改良を実現するために是非必

要である。だが，この変革を阻害しないため

に，刑法419条及び420条の改正が図られなけ

ればならない」という認識に至って，政府が以

下のような 419条改革案11) を提出するように

求めた。すなわち，

Tout ceux qui, en employant des moy-

ens frauduleux tels que la publication de 

fausse nouvelles, ou des suroffres faites 

aux prix demandes par les vendeurs eux-

m~mes, auront provoque une rupture 

d'equilibre entre l'offre et la demande 

et opere ainsi, a l'aide de ces manceu-

vres, la hausse ou la baisse factice et 

momentanee des cours des denrees, des 

marchandises ou des effets publics ou 

prives…... 

訳例〔虚報の吹聴や商品販売者自身が要求した

価格以上の有利な購入申込のような不正手段を

ux, tels que la publication de fausses nou-
velles, ou des suroffres faites au prix de-
mandes par les vendeurs eux-memes, au-
ront, dans un but de lucre, provoque une 
rupture d'equilibre entre l'offre et la de-
mande et opere ainsi a l'aide de ces man-
reuvres la hausse ・ ou la baisse factice et 
momentanee des cours des denrees, des 
marchandises ou des effets publics et pr-
1vesi 
パリ及びリヨン商業会議所の改革案は，次の文言
の廃止案。
Par reunion ou coalition entre les princi-
paux detenteurs d'une meme marchandise 
ou denree tendant. a ne pas la vendre ou 
a ne la vendre qu a un certain prix. 
11) Arch. Nat., F12 8061. Vreux adoptes dans 
les sections du Comite consultatif des Arts 
et Manufactures. Relativement a l'article 
419 

第 46巻第4• 5号

利用して，需給均衡の破壊を惹き起こし，そし

てこの欺偽行為の力を借りて，産物，商品，公

債あるいは社債の相場の騰貴又は下落を操作し

たるすべての者は……〕

刑法419条の冒頭部分をこのように変更しよ

うとするこの改革案は，重大な内容を含んでい

る。 419条が共同行為を違法行為成立要件の一

つとして規定している箇条 〔lareunion ou 

coalition entre les principaux detenteurs 

d'une m~me marchandise ou denree, ten-

dant a ne pas la vendre ou a ne la ven-

dre qu'a un certain prix〕を廃止している

点である。 この部分の廃止という案の単純性

が，改革案の実現を最も容易にするであいうと

考えられたからである。それまで混乱と論争の

的となってきた <reunionou coalition〉,

<principaux detenteurs〉, <meme ma-

rchandise ou denree〉を 419条の文言から

削除することは，条文の曖昧さを除去し，当時

の立法者の意図通りに，すなわち買占＝投機業

者に対する法的規制（公的秩序の維持という視

点からの必要性が承認さすていた）という点に

法律の適用範囲を限定するとともに，議会に執

拗に残るアンタントの保護条項を確立すること

に反対の態度からして，少なくともコントワー

ル一般に存立の長期保証を与えるために可能な

限り 419条の法的圧力から解放しようとしたの

である。

この改革案は，当時にあってはパリ商業会議

所の案とともに，経済実態からの必要性に最も

対応したものであったが，その実現化を図る上

での多くの困難があった。 419条改革を， 生活

費の肥大化の原因の一つ＝買占の幣害の抑止と

いう社会的視点で推進しようとする議会及び政

府の基本方針と，戦後フランス経済の再編成＝
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産業組織の視点による改革案とは根本的なズレ

があったからである 12)0 

刑法419条が深遠な変革を経験するために

は， 1926年 12月3日の法を待たなければなら

なかった。

むすび

われわれは，これまでの考察から，①第一次

大戦以前におけるアンタントの形態と役割，②

くクレマンテル調査〉の歴史的意義について一

定の結論を導き出すことが出来よう。

①第一次大戦前，とくに 1860年以降のフラ

ンス国内産業に対し国際的圧力が高まる中で，

その外圧に抗する手段としては，フランス資本

主義は伝統的に保護貿易主義を常に構想し，要

求してきた。しかし， この対外政策だけでは一

定の限界があった。例えば極端な保護主義は円

滑な国際関係に障害要因となり，国際貿易から

延いては国民経済の停滞を導く。又フランス諸

産業とくに投備投資の大型化そして生産の巨

大化を実現していく製鉄産業部門では，常に過

剰生産を生み出す危険が内包されていた。国内

の過剰生産に対して保護関税は有効な力となら

ないのは明白であり，それ故，この危機を克服し

て自己の利害を貫徹していこうとする場合，そ

れもフランス経済を取り巻く国際的諸利害の中

では，保護主義と一定の結びつきをもちつつも

独自の国内産業政策， とりわけフランス産業構

造の脆弱性の克服と「合理的」産業組織への再

編成が求められたのである。そこでは企業経営

者自身のイニシャチーヴこそがこれを可能にし

た。製鉄企業主， とくにわれわれが本論で考察

12) Arch. Nat., F12 8060. Travaux du Comite 

cosulta tif des Arts et Manufactures, Chapi-

tre VI[. Associations industrielles et com-

merciales. 

してきたロレーヌ地方の鉄工場主たちが，危機

に最も迅速に対応し，産業組織の合理化努力を

展開した。

しかし，この「合理的」産業組織構想実現へ

の具体的方法となると，伝統的なフランス経営

風土に可能な限り順応する形式でしか存在しな

かった。最も強大な企業によるすべての企業の

吸収，金融的相互浸透による個々の企業の独立

性の喪失をもたらすアメリカのトラストの帝国

主義的性格，さらには市場に投入される商品の

量と価格を絶対的に管理する目的で，すべての

参加企業を多くの強制に従わせるドイツのカル

テルの専制的性格も，フランスにおける永続的

で堅固な存在基盤をもつアンタント（→経営ア

ソシアシオン）からは切り離されなければなら

なかった。それで，単純かつ同種の商品の販売

を主要業務とする商業組織としてのコントワー

ルが誕生したのである。しかも，コントワール

は，自己の販売を調整するのに，各参加企業の

生産性に基づいて評価された quantumを通じ

てであり，工場内部への監視・調査などとは一

切無関係で，況や企業の反撥や不満の種となる

強制＝参加企業に対する罰則の適用などは不可

能であった。

こうして第一次大戦前，参加企業の自発的意

思＝合意に基づき形成されたコントワールは，

フランス製鉄業の全体の利益に重要な役割を果

したロングウィ・コントワールの歴史に見る如

く，国民経済の発展拡大に対し歴史的方向性を

有する組織であったが， しかし，フランス革命

以来，プチの保護に執着するフランスに支配的

価値観はコントワールさえも社会的・法律的批

判の対象とした。しかし，コントワールにとっ

ての種々の困難は，長期的視野に立ってみれば，

その克服・解決の過程で，コントワールがフラン
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ス企業規模の拡大の限界性を克服し，フランス

産業の国際経済における競争力を高めるという

経済実態への適合性を有する組織として国民的

合意を得る機会を与えたことは事実である。

②くクレマンテル調査〉は， 戦前， とくに

20世紀の企業経営者のマンタリテ (mental-

lite)，それも漸次的であるがしかし確かな変革

過程を経つつある価値観を確認した。すなわ

ち，進歩の主要素が機械化と科学に規定された

生産手段の利用に排他的に求められていた，ぃ

わば19世紀段階から， それは実際は市場拡大

の枠のもとでしか可能でなく，寧ろ産業構造，

産業組織の在り方の次元に求められるべきであ

るという段階に移りつつある価値観である。そ

れ故に， ＜クレマンテル調査〉が研究調査する

ことを委託された戦後の経済拡大の方法を推進

する企業経営者とは，富の創造に符合する人的

資源，自然諸力及び資本を最適に配分利用する

孤立した存在としてでなく， 工場の科学的組

織生産の規格化の導入普及を図る連合した企

業経営者，あるいは経営アソシアシオンとして

把握されている1)。 こうして， ＜クレマンテル

調査〉は， 20世紀の企業経営者の価値観を 19

1) Histoire economique et sociale de la France, 
p. 242 
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世紀初頭のそれに止めておくことなく，新しい

経済実態に適合させようとする一種の啓蒙の役

目を果していると言える。

さらに， ＜クレマンテル調査〉において，経

済政策の直接責任者としてのクレマンテルの戦

後フランス経済再建に対する意識が注目に値す

る。 ドイツの強大な軍事力を裏打ちする経済

ヵ，とくに産業構造のディナミスムと，フラン

ス経済の現実を比較した商工大臣クレマンテル

は，フランス産業構造・産業組織の改革推進の

必要性を認識したのである。その際彼は，財

政的・人口統計的に相対的弱小国フランスに

おいては，国家（あるいは政策）が，そのため

の諸手段を主導的に講ずることが不可避的であ

ると判断し，企業経営者の意識変革と， ドイツ

カルテルに対抗しうるアンタントの形成促進の

正当な役割を国家に与えるべきであると考え

た。しかし勿論，彼自身も国家を即企業経営者

としてではなく，管理された，あるいはカルテ

ル化経済のための誘導者として位置づけ，政府

と産業界の直接的かつ広範囲の結合を構想した

のであった”。

2) P. Bernard. La Fin d'un monde 1914-1924, 
Paris, 1975. pp. 88-89. 
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